
 

 

 

 

 

 

 

 

第二回東京都食品安全情報評価委員会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成１５年１１月６日（木曜日） 

会 場：都庁第一本庁舎４２階特別会議室Ａ



○小川安全情報担当副参事 皆様、大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまよ

り第２回東京都食品安全情報評価委員会を開催させていただきます。 

 本日はお忙しい中ご参集いただきまして、本当にありがとうございました。私は、健康局食品医薬

品安全部安全対策課副参事の小川でございます。本日の司会進行をさせていただきますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 なお、出欠の状況でございますけれども、本日は所用のため服部委員及び小久保委員がご欠席でご

ざいますので、お知らせいたします。 

 それでは、最初でございますので、専門委員会についてのご紹介をさせていただきたいと思います。 

 前回の評価委員会の中で、課題の選定に当たりまして、専門委員会を設置し付託するということが

決まりました。そのため、専門委員会といたしましては２種類設置しております。 

 １つ目は、２ページにございます理化学専門委員会でございます。専門委員会の構成につきまして

は、専門委員会設置要領に基づきまして、委員の皆様方のうちから会長が指名する委員と、それから

会長が指名する者のうちから健康局長が別に委嘱する委員と２種類ございます。その委員を一覧にし

たものが２ページにあります理化学専門委員会の名簿でございます。 

 それからまた要領によりまして、座長につきましては、委員の互選により関澤委員が座長に就任さ

れております。それから座長の指名によりまして、副座長は村上委員に就任していただいております

ので、併せてご紹介させていただきます。 

 それから代田委員につきましては、会長が指名する者のうちから局長が別に委嘱する委員としてお

願いしております。本日おいでいただいておりますので、改めてご紹介させていただきます。代田委

員でございます。一言お願いいたします。 

○代田委員 代田眞理子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小川安全情報担当副参事 ありがとうございました。 

 なお、細川委員におかれましては、理化学専門委員会の議論の中で流通関係の問題が出てまいりま

した段階で、風評被害などにかかわる意見をお伺いしておりますので、ご紹介させていただきます。 

 理化学専門委員会につきましては、以上でございます。 

 次のページをめくっていただきまして３ページをご覧ください。同様に微生物専門委員会につきま

しては、委員はこの名簿のとおりでございます。 

 それから座長につきましては、諸角委員が座長に就任していただいております。それから同様に座

長の指名により、伊藤委員に副座長をお願いしております。伊藤委員は、理化学専門委員会の代田委

員と同様に、会長が指名する者から局長が別に委嘱する委員としてお願いいたしました。 

 以上、専門委員会の委員の皆様をご紹介させていただきました。どうかよろしくお願いいたします。 

 これから、議事の進行につきましては林会長の方にお願いしたいと思うのですけれども、その前に

マイクの扱い方についてご説明いたします。既にご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、発

言される方は手元の白い発言ボタンを押して、ランプが点灯いたしますとマイクがオンになりますの
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で、その後ご発言をお願いしたいと思います。 

 なお、発言が終わりますとそのままオフになりますので、オフの手続は必要ありません。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、これからの進行を林会長にお願いしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

○林会長 どうもありがとうございました。 

 では、早速議事次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

 最初に、資料の確認について事務局の方からお願いします。 

○小川安全情報担当副参事 では、資料の確認を事務局の方からさせていただきます。資料につきま

しては、次第の１ページにございますように、資料１から資料６までございます。ご確認の上、もし

過不足があるようでしたら、事務局の方にお申し出いただきたいと思います。 

○林会長 どうもありがとうございました。 

 では早速最初の「前回の委員会の概要について」ということで、事務局の方からご説明ください。 

○小川安全情報担当副参事 それでは、資料の１をご覧いただきたいと思います。これは前回７月２

９日の第１回評価委員会におきまして、ご議論され、または決定された内容についてまとめたもので

ございます。まず会長の選出、副会長の指名がございました。 

 また議事の中では、「会議の公開について」が承認されております。 

 それから先ほど申しました専門委員会の設置につきましても、微生物専門委員会と理化学専門委員

会を設置するということが決定されております。 

 評価委員会の運営につきましては、前回の資料２でございますが、このご説明を申し上げまして承

認されております。 

 それからエの課題の選定につきましては、課題候補として挙げました内容が盛り込まれている「食

品安全情報リポート」の中から２題が検討課題として選定されております。既に皆様ご承知のとおり

「カンピロバクター食中毒について」、それからもう１つは「水銀を含有する魚介類等の摂取に関す

る注意事項」、この２題が検討課題として選定されました。 

 また当時の議論の中で、「選定されなかった課題についてはどうするのか」というご質問があった

かと思いますけれども、その中で初めての委員会なのであえて２題に絞ったこと、それから今回選定

しなかった課題についても今後の動向を見ながら改めて見直すことなどが確認されております。 

 選定課題の取り扱いにつきましては、専門委員会で検討することが決定されました。この件につき

ましては、後でご報告があると思います。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。 

 これにつきましては、当時検討課題の選定方法をご議論いただくときにいろいろと出されたご意見

を、議事録の中から抜粋したものでございますので、皆様ご確認いただきたいと思います。その中で

一番上にある課題選定の考え方につきましては、非常に重要なことなので確認させていただきたいと
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思うのですけれども、委員会が一度に検討できる課題の数は限りがあるので、２つか３つのテーマを

上限に優先順位を考える。社会的な重要性や、東京都にとって非常に重要な意味を持つということが

選定する１つの基準である。その課題について国や国際的な委員会で検討しているかも大切で、他で

の検討状況も１つの選択の基準として考える。それからこの委員会による議論が、解決に対する貢献

度の非常に大きい課題を選ぶ。このような課題選定の考え方が確認されておりますので、ご紹介いた

します。 

 あと細かい内容につきましては、ご覧いただきたいと思いますので、何かありましたら事務局の方

にお申し出いただきたいと思います。以上でございます。 

○林会長 ありがとうございました。 

 では、資料１の第１ページについては、もしこれはどうしてもここで修正しなければいけないとい

うことがございましたらご意見をいただくとして、２ページ、３ページ、４ページにつきましては、

ゆっくりご覧になりまして、もし何か問題がありましたら事務局の方にご連絡いただきたいと思いま

す。もちろん１ページにつきましても、何かこれはどうしてもこうした方がいいのではないかという

ご意見がございましたら、後ほどでも事務局の方にご連絡いただきたいと思います。 

 今回資料の１は、何か修正しなければならないことがございませんようでしたら、次の課題に移ら

せていただきますけれども、よろしゅうございますか。 

 では、次の２つの検討課題につきまして、専門委員会での検討状況についてご説明していただきた

いと思います。まず、理化学専門委員会につきまして、関澤座長からご説明をお願いします。 

○関澤座長 それでは、理化学専門委員会の報告書についてご説明いたします。非常にたくさんの資

料がございます。資料２というのがありまして、「『水銀を含有する魚介類等の摂取に関する注意事

項』におけるリスクコミュニケーションについて」と、それからもう１つ、さらに厚い資料編という

１２０ページぐらいのものがあります。今日は時間の制限もございますので資料２を中心にお話しい

たしますが、資料編の方も皆さんにいろいろご興味ある内容や、この資料２をつくるに当たって引用

した背景が詳しく書かれておりますので、ぜひご参照ください。 

 ご説明をさせていただく前に申し上げておきますが、この報告書は、まだ文章等内容を検討中のも

のでございます。ですからまだまだ不十分なところもありますので、今日ご議論いただくと同時に、

最終版ではないということをご了解いただきたいと思います。 

 理化学専門委員会では２回の委員会を開きました。専門委員のメンバーは、先ほど小川副参事の方

から、理化学専門委員として９名の方がご就任いただいているということのご紹介をいただきました。

その９人の委員の方々に、２度の専門委員会にお集まりいただきまして検討いたしました。 

 この専門委員会でどのような議論がされたかは、議事録が公開されていますので、詳しいご説明は

省略させていただきますが、資料編につけたようなたくさんの資料をご提出いただきました。今年の

６月に厚生労働省から「水銀を含有する魚介類の摂取について、妊婦の方々へ」という注意事項が出

されたわけですが、その注意事項がどのようにしてつくられ、また、どのような影響を及ぼしたかに
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ついて分析いたしました。その上で、東京都として何をなすべきか、何ができるかということについ

ても検討いたしまして、報告書に盛り込ませていただきました。 

 まず、目次をご覧ください。１枚めくったところです。 

 報告書は６章立てになっておりまして、まず「はじめに」というところで、専門委員会のとりまと

めにあたって、それから安全確保の考え方、本課題の検討の方向ということがございますが、この辺

は非常に大事なところですので、これから十分文章等も含めて練っていきたいと思います。 

 次に第２章ですが、メチル水銀についてということです。そもそもメチル水銀というのはどのよう

なものなのかということをまず明らかにしておかないといけないということで、この章をつくりまし

た。 

 それから第３には、国の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品・毒性合同部会におけ

る検討結果がどのようであったのかということを詳しく調べてみました。 

 それから第４章に、「水銀を含有する魚介類等の摂食に関する注意事項」、これは厚生労働省が出し

たものですが、この公表の内容と、その後の対応について調べました。 

 それから第５章では、都における対応についてということをまとめてみました。 

 最後に、「おわりに」ということでまとめております。 

 順次ご説明をさせていただきます。 

 今回は、冒頭紹介がありましたように、あくまでケーススタディとしてとらえています。ですから

メチル水銀のことについて詳しく調べてみようというよりも、これを１つの食品安全にかかわる大事

なインフォメーションとして、今後どういうふうに考えていくべきかということを検討してみました。 

 選定の理由の１つといたしまして、メチル水銀というものがもともと天然に存在するということが

ございます。それと自分の選択にかかわらず、お魚を食べることによって非意図的に入ってくる有害

物質という性質がありました。そういった複雑な背景がある中で、どういうふうに毒性というものを

紹介し、消費者の方々に理解していただくことができるか、あるいはしていくべきかということにつ

いて考えてみました。 

 順番に参りますが、第２章、３ページ目になりますが、メチル水銀について基礎的な事柄を記しま

した。今回の厚生労働省の注意事項で、なぜ妊婦さんや妊娠する可能性のある女性に特に注意が必要

かということにつきまして、先ほどご紹介された代田委員の方から詳しくわかりやすいご説明があり

ました。その内容が４ページから６ページにわたってまとめてございます。これをお読みいただきま

すと、なぜ胎児に対してメチル水銀が有害な作用を及ぼすか、こういったことを大切に考えていかな

ければいけないかということがコンパクトにまとめられていると思います。 

 特に例えば４ページ目をご覧ください。なぜ胎児はメチル水銀による影響を受けやすいかというこ

とで、３つの理由をご紹介いただきました。 

 第１に、胎児の体や機能が形成される発生過程において特定の部分が強い影響を受けると、それに

関連した発達や分化に影響が及ぶために広い範囲に障害が残りやすいというようなこと。 
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 それから下から６～７行目ですが、第２の理由として、メチル水銀というものは胎盤を通過できる

という性質がございまして、そのために特異的に胎児に影響が出やすいという話です。 

 それから第３番目は下から２行目です。胎児にメチル水銀の影響を受けやすい変化が生じていると

いう理由があります。これについて少し詳しい分子レベルの話ですけれども、システインというアミ

ノ酸と結合して体の中に取り込まれていくということなどがご紹介されています。 

 こういった専門的な話と、７ページの方では、メチル水銀による深刻な中毒の被害の例として、水

俣病ということが全世界で知られております。環境問題の原点とも言われているものですけれども、

水俣では残念ながら多くの方がメチル水銀を魚経由で摂取して深刻な被害があったということについ

てご紹介しております。 

 それからイラクで小麦の種を殺菌するためにメチル水銀が使われたのですが、食べるための小麦で

なくて、種子として使うための小麦だったのですが、それを間違って食べてしまったために起こった

事件の話です。それから８ページの方ですが、メチル水銀とセレンの問題というのは、マグロの中に

セレンという元素がありまして、これがメチル水銀の毒を緩和するのではないかという説があります

が、これについて調べたところ、今のところ確定的ではないのではないかということも報告がありま

した。 

 最後に、４番に各国の対応ということで、私たち日本人だけの問題でなくて、メチル水銀を含有し

た魚というのは、各国でも食べる、大なり小なり食べる可能性がありますので、他の国ではどういう

注意喚起がされていたのかというようなことについて、表２に各国での食事指導の比較ということで

まとめられています。私たちは、日本で一部パニック的な状況もあったわけですけれども、各国でど

ういうふうに食事指導が行われたかというのは、大いに参考になると思います。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 ここでは、厚生労働省の注意事項を出すに当たって、国の審議会で、どの魚が危ないとか、どのよ

うに注意しなければいけないかということを審議したわけですが、その内容を紹介してあります。科

学的な部分が多いので、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますが、数値的なことも含めまして

重要な点が書かれています。後ほど安全と危険というものをどういうふうに科学的に審査しているか

ということの紹介もありますが、一部ここで紹介させていただきますと、１０ページの真ん中に①Ｆ

ＡＯ／ＷＨＯというのが書いてあります。ＦＡＯというのは国連食料農業機関、ＷＨＯというのは世

界保健機関ですが、その両者が合同で食品添加物や汚染物についての安全性評価をやっておりまして、

１９７２年の評価では、メチル水銀の暫定的摂取許容量として１人当たり、週当たり０．２ミリグラ

ムという値を出しました。これは外国人の平均体重を６０キロと仮定して出した値ですので、日本人

の場合は、現在皆さんもう少し平均体重が大きくなっているかもしれませんが、５０キロという平均

体重を用いておりますので、日本人の場合は０．１７ミリグラム／人／週となります。こういった１

つの目安というものが出されております。この目安は後ほどご紹介しますが、これを超えたら直ちに

危険という値ではなくて、ここまでは毎週一生涯にわたって食べても恐らく何の影響も出ないであろ
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うという１つの数値の目安です。 

 ②のところには、水俣病研究班が１日どのぐらいのメチル水銀を摂取した場合に人に対して被害が

出たかという調査結果を出しておりますが、０．２５ミリグラムを１日に摂取すると最低の発症があ

るという報告がございまして、暫定的摂取許容量はその１０分の１というふうに設定されております。 

 さらに、国立衛生試験所、現在の国立医薬品食品衛生研究所において、サルの実験、２年間投与実

験を行いまして、この場合も０．２１ミリグラム／人／週で毒性が見られなかった量として、体重キ

ログラム当たり１日当たり３０マイクログラムという値が見られたのですが、その値をさらに５０分

の１に見込み、０．６マイクログラムであればさらに安全が確保されるという計算をした。これに５

０キロの体重を掛けて３０マイクログラム／人／日という値が出まして、これを週当たりにしますと

０．２１ミリグラム、ほぼ大体同じ値になるというふうな計算がございます。こういったいろんな科

学的な検討を行いまして、基準値が決められているということです。あと細かいことは後ほどゆっく

りご覧いただいて、またご不明な点がありましたらお尋ねください。 

 １１ページに参りますと、このときに魚での暫定規制値というのが１０ページの評価結果に基づい

て出されました。その暫定規制値というのはどういうふうにして出したかということですが、上から

６行目ぐらいに国民栄養調査というのが書いてあります。日本は国民の多くの人たちがどのように栄

養を摂取しているかということを毎年毎年詳しい調査を行っておりまして、世界でもこういった調査

を継続してやっているという例がありません。その調査結果によると、日本人の魚介類の摂食量は、

平均１日１０９グラムという値が得られました。メチル水銀として先ほどの０．１７ミリグラム（週

間耐容摂取量）を、お魚を１０９グラムずつ７日間食べるとして割りますと、百万分の一という割合

を示すｐｐｍという単位で表して、０．２２３ｐｐｍという数字が出てきまして、この数字を１つの

目安にしました。 

 さらに、これはメチル水銀というものの数値ですので、実際に測定をするときにメチル水銀をはか

るというのはなかなか大変なものですから、総水銀、水銀全部としてはかるということにして、大体

メチル水銀の倍近くになるということで、平均０．４ｐｐｍが暫定規制値として適切なのではないか。

メチル水銀についても、平均０．３ｐｐｍを超えないようにすればいいという目安が出されたわけで

す。 

 さらに、このときは、マグロについては規制値の適用は行わないということが真ん中の（注）２と

いうところにございます。この理由については、国の方も発表では詳しい説明がなかったのですが、

（２）深海性魚介類にかかわる水銀の暫定的規制値の取り扱いということで、深海性魚介類の場合に

は、陸地からの汚染があまり届かないわけですので、先ほど申しましたように天然のみに存在するメ

チル水銀によるものであるので、実際に規制しにくいということと、それから深海魚をあまりたくさ

んとっていないだろうということで、この場合、深海性魚介類については適用しないというふうなこ

とになりました。 

 さらに、１３ページに詳しい表が載っておりますので、ちょっとこれをご覧ください。国の審議会
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で魚ごとに、例えばキンメダイとかメカジキについて週何回以下にという注意事項を発表したわけで

すけれども、その基礎となったデータがここに書いてあります。ここに書かれているようないろんな

魚について、総水銀とメチル水銀を実際に測定いたしまして、表の下にございますように厚生労働科

学研究という研究で調査いたしまして、約３００種のお魚について２，６００検体を調べた結果が表

としてまとめてございます。一番下のマカジキについて例えばご紹介しますと、総水銀は２６のサン

プルについて調べたところ、最小０．０２、最大０．９２、平均０．６７、メチル水銀は７サンプル

について調べましたが、最小は０で最大０．８５、平均は０．２５、例えばこういうふうなことがわ

かったわけです。こういったことをもとにいたしまして、どの魚が特に汚染が高く、摂食量も多いか

ら注意すべきであるというふうな注意事項になっていったわけです。 

 詳しい説明を少しさせていただくので、１６ページの方をご覧ください。 

 表５に１日の総水銀摂取量調査結果がございます。１９９２年から２００１年まで調べられていて、

平均１人当たり、１日当たり８．４マイクログラム、総水銀を摂取していることになるという調査結

果でございます。 

 次に表６を見ていただきますと、食品群別摂取量という縦長の表がございます。これを見ていただ

きますと、魚介類以外の食品群を足しますと、総水銀の１２．４％、つまり１日平均８．４マイクロ

グラムを食事から摂取しているとすると、魚介類以外からは１．０マイクログラムという計算が図４

から得られます。 

 こういった計算をいたしまして、１７ページの方をご覧ください。 

 この図もちょっとなかなかわかりにくいのですが、図の５を見ていただきますと、現在の日本の耐

容週間摂取量の０．１７ミリグラムは１人当たり、週当たりですので、１日当たりに換算いたします

と２４マイクログラムで、１人、１日当たり食べても大丈夫だろうという量になります。 

 これをもとといたしまして、実際に体に入ってきている総水銀を考えてみます。例えばまず、魚介

類以外の食品からの水銀摂取量１マイクログラムというのを先ほど計算したのですが、残りは２３マ

イクログラムまだ安全の幅がございます。つまり、魚介類以外から１マイクログラムとっているけれ

ども、あと２３マイクログラムは例えば魚から全部とったとしても、大丈夫だろうということが仮定

されます。それが一番左の棒グラフです。 

 真ん中の棒グラフは、食事から８．４マイクログラム既に国民は平均的にとっているということが

わかりますので、残りまだ安全幅はどのぐらいあるかということを考えたのがその図でして、さらに

１５．６マイクログラムとっても恐らく安全だろうことを示したのが次の図です。 

 一番右の図は、アメリカの環境保護庁が採用している安全値をもとにした場合の計算ですが、この

場合はちょっと考え方が日本のものと違います。特に安全幅を非常に強く見たような計算の仕方をし

ておりますので、ここでは、日本の私たちの場合には採用しないということになったということです。 

 私たちが魚からどのぐらい食べても安全かということを考える上で、棒グラフのうち、真ん中の水

銀８．４マイクログラムを、魚も含めていろいろとっているので、さらにプラス１５．６マイクログ
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ラムをとっても大丈夫だという考え方をもとにしていろいろ検討した結果が次に書いてあります。 

 例えば、８．４マイクログラム既に体の中に平均的に食べている上に、特定のある魚を食べたらど

れだけ危険度が増すかという計算の例が図６です。ここではクロカジキという魚を挙げています。ク

ロカジキは、一番左の小さい字ですけれども、平均的に１日６５グラム食べているという国民栄養調

査の結果がございまして、平均の水銀濃度というのが、クロカジキの１グラム当たり０．４４マイク

ログラムという数字であります。これを毎日食べたらどのぐらい入ってくるか、１週間に５回食べた

らどのぐらい入ってくるかという計算ができます。見ていただくとおわかりのように、４回まで食べ

ますと１６．４マイクログラム週当たり食べるということになる。１６．４マイクログラム入ってき

てしまうということなので、先ほどの１５．６を少し超えてしまう。そういったようなことで、どの

魚を週何回まで食べてもよいというような注意事項になってきたわけです。 

 あまり詳しいことをずっとお話ししていると皆さん頭がいっぱいになってくるといけないので、ち

ょっと区切りが悪いですけれど、ここまでのところで、もしご質問、あるいは何かお気づきの点があ

りましたら、ご質問等をいただいた方がよろしいかと思うのですが。 

○細川委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、１３ページの、要するに国の審議会の審

議のもとになった経過というのはこれですね。例えば日本のデータで、アマダイ検体数が７でしょう。

クロカジキ５でしょう。これは、どういう海域でとっているのかというのがわかりますか。日本全国

産地がありますよね。例えば７匹しかとっていないわけでしょう、検体７ということは。それを日本

全国の海から、広いところから１匹ずつとっているということですか、どうですか。 

○関澤座長 後の方で今、細川委員がおっしゃったようなことについて触れておりますが、どこの海

域からとったものなのかというようなことについて、いろんなところから質問が実は出てきておりま

す。例えばこういった発表するに当たって、どういうところの魚なのか、もちろん２，６００サンプ

ル調査するというのも実は大変ですが、それでも十分とは言えない場合がございます。こういったこ

とも注意事項の説明として必要であったのではないかということは、私たちの専門委員会でも意見が

出ていました。 

○細川委員 キンメダイでも０．０７と０．８６あって、これは海域がもし、０．８６の魚の海域が

偏っている場合には、全体が汚染されているということにならないわけですね。その辺が、実を言う

と後で私ちょっともし時間があればお話ししようと思っているのは、いろいろ市場調査もこの件につ

いてやったのですけれど、やっぱり関係者が国の方にどこの海域でとれたのかどうなのだという話を

問い合わせても一切答えがない。ですから日本全体が汚染されているというふうになってしまって、

非常に不安が広がったという苦情といいますか、国に対する批判の声が出されましたので、それと絡

めての話で検体数が非常に少ないような気もする。あとこれは、教えていただきたいだけですが、定

時定点観測というような形で国がやっているのかどうなのか。実は昨日ちょっと北海道庁の方の水産

トレーサビリティという委員会があって委員で出たのですけれど、そのときに聞きましたら、北海道

庁の方には国から検査結果というのが水産林務部の方に送られてきているようなことを言われました
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が、水産庁経由だと思いますけど、ずっと見ていますというのです。だから、公表の２～３日前には

届いているというのですが、都庁はその場合どこに、そういうデータはどこに来るのでしょうか。さ

っき農林水産部の水産課に確かめたら「水産課の方には来ていない」というふうに言われたのですが、

健康局経由でしょうか。 

○小川安全情報担当副参事 通常、そちらの方の水産課の方が窓口になると思うのですけど、ちょっ

と私どもの方に場合によっては来ている可能性もあるかもしれないので確認はしてみますけれど、通

常向こうからの経由は、産業労働局の方がメインになるかと思います。 

○細川委員 さっき確認したら一切そういうのは来ていませんということだったので、そうであれば

都道府県の方にきちんと定期的に情報を流しておかないと、どうもその辺のところの問題もあるよう

に思ったので、後で出てくる話かもしれませんけれども、この表を見た印象でも、もとになる検査の

仕方がちょっと私は少し納得いかないような感じがしたものですから。 

○関澤座長 ありがとうございました。おっしゃるとおりだと思います。例えば１３ページの下のマ

カジキの例をご紹介させていただきましたが、ここではメチル水銀は、例えば７サンプルはかって最

小は０で最大は０．８５ということになっています。ですから一番下のところだけ見れば何だ０では

ないか、高いところを見るとちょっと心配だということになると思います。 

 ちょっと例が離れますけれども、環境ホルモンの実勢調査というのを環境省が行ったときに、調査

視点や項目を選ぶときの委員をさせていただいたのですが、およそ１００億円の調査研究費により、

汚染されていないと思われるところまで全国一斉にはかったのです。大量にお金が投入されたときは、

例えばそういうことはできるのですが、限られた中でどれだけはかれば安心かというと、なかなか毎

年詳しい調査は恐らくできないのではないかと思います。おっしゃるように限られた調査を行ったと

きに、このサンプルが、あるいは調査結果がどれだけ代表性があるかということは大事なことなので、

どこではかられたどういう出処のものかということは、きちんと情報として多分出すべきだろうとい

うふうに私も思います。 

○大沢委員 １ついいですか。１７ページの資料の解釈のことでちょっと確認させていただきたいの

ですが、関澤座長は先ほど「私どもはこれぐらいの量なので」というふうな表現でおっしゃられまし

たが、これは厚労省の解釈のデータですね、出典としては。専門委員会の方のデータではございませ

んね。 

○関澤座長 そうですね。 

○大沢委員 つまり、リスクアセスメントの内容ですから、そこまでここの委員会として判断するの

かという問題になると思いますので、厚労省のデータとして解釈すると、そういうふうに解釈できま

すということでよろしいのですね。 

○関澤座長 私自身もこの報告書をまとめる上で注意しなければいけないと思われますこととして、

１０ページから第３と書いてある３章は、国での審議結果を紹介しているものでして、そこのところ

を都の解釈と混同されると困るなということはあります。そこのところは大沢委員がおっしゃるよう
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に、はっきりわかるように書くべきではないかなと思います。ありがとうございました。 

○林会長 他に関澤座長にご質問ございませんでしょうか。先ほど事務局の方から、この報告書は完

成版ではなくて修正を要するということですので、何かご意見がございましたらお願いいたします。 

○関澤座長 次に、１９ページをちょっとご覧ください。 

 １９ページの下から５行目ぐらいのところで、摂食者の平均値の出し方というのがあります。これ

は、キンメダイとかメカジキが注意されるべき魚として出されたわけですが、なぜマグロはないのと

いう素朴な疑問がありました。なぜそうだったのかということのご説明になると思います。 

 下から２行目の図７の下と書いてあるところですが、例えばマグロについて考えてみますと、学校

給食を食べている方は、皆マグロを１人当たり大体１．５から２グラム食べているという仮定で算定

されています。つまり、マグロが学校給食の中で一部使われますので、そうしますとみんなが少しず

つ食べているという計算になってきます。 

 次の２０ページの方に参りますと、お刺身で２０グラム、鉄火丼では９０から１００グラムぐらい

食べると考えられますが、先ほどの学校給食の人数も含めて、少量でも多くの人が食べているという

ことになりますと、人数で割ると分母が大きくなって、１人当たりの摂食量が少なく見積もられてし

まうという結果になっています。つまり、学校給食を食べている方の人数というのは非常に大勢いる

ので、マグロは平均とすると１人当たり、どちらかというと少ししか食べていないという結果になり

まして、国の注意事項は、国民栄養調査を基本にして出されましたので、２０ページの３行目ですが、

今回使用された摂食者平均値では、マグロの摂食量の平均値が通常自分たちが食べていると思われる

よりも少ないという質問が出てきました。他にデータがないので１人当たりの平均摂食量としては比

較的低い値が使われて、マグロについては注意がされなかったという結果になっています。ここのと

ころはわかりにくいことですが、また後ほどご質問いただければと思います。 

 次の２１ページをご覧ください。 

 ここは、安全量という先ほどご紹介した数字がどういうふうに決められるのかということを簡単に

紹介いたします。こちらは国の方の審議会の話でなくて、私たちの理化学専門委員会の方でまとめた

資料です。 

 まず、安全性評価の方法と実際への適用という図８がございます。どういうふうに調べるかといい

ますと、まず有害性の確認というステップがあります。図のすぐ下に有害性の有無と性質と書いてあ

りますが、ある汚染物の有害性があるのかないのか、そしてその有害性はどのような種類のものかと

いうことをまず見極めます。それは動物実験におけるデータや、人での中毒事例から判断いたします。 

 その下に毒性の強さと書いておりますが、では、実際どのぐらいの量を食べると毒性が出るのか。

あるものは大変たくさん食べて初めて毒性が出るし、他のものはほんの微量でも毒性が出るという毒

性の強さの違いがあります。場合によって１，０００倍、あるいは１万倍も違う場合があります。そ

ういった毒性の強さを実験的に調べます。 

 最後に、実際には毒性が強いとしても、もし体に入ってこなければ問題にならない。あるいは比較
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的弱くてもたくさん食べてしまうものであれば問題になるということで、体の中に入る量を調べます。

こういったことを総合いたしまして安全性を評価して、先ほどのようないろいろな数字が出されてい

るということでございます。 

 ２２ページをご覧ください。 

 図の１０というところに１日耐容摂取量ということを書いていますが、これは先ほど何度かご紹介

した１日体重１キログラム当たり一生涯食べて安全な量という数字を２４マイクログラムとか、１週

間では０．１７ミリグラムとご紹介しましたが、それに当たるものです。ここに書きましたように、

人が生涯にわたって毎日摂取しても、健康上何ら有害な影響が認められないと考えられる汚染物の１

日当たり体重１キログラム当たりの摂取量を１日耐容摂取量と言っています。これがよく皆さんがご

覧になる数字の１つです。 

 これはどういうふうにして決めているかということを図の１１で簡単に紹介しています。動物実験

などで動物に一生涯食べさせても何の毒性も見られなかった量という値をまず探しますが、これを無

毒性量と呼んでおります。無毒性量をもとにいたしまして、動物よりも人間の方が、１０倍ぐらい感

受性が高いかもしれないということで、この数字を１０で割ります。さらに、人の間でも特に感受性

の高い人がおられるかもしれないということでさらに１０で割りまして、合計、動物で毒性が見られ

なかった無毒性量を１００で割ったものを通常１日耐容摂取量というふうに決めるようになっていま

す。こういったことで動物実験では、そのまま人に当てはめられないわけですが、動物で得られたデ

ータ、すなわち人間では実験できませんから、これをひとつの参考といたしまして、動物でも何も見

られなかった量の１００分の１ぐらいだったら、人に安全なレベルと言ってもよいのではないかとい

う仮定を置いて決められているということです。 

 図１３にデータの不確かさということについて書いています。それはどういうことかというと、例

えばある方は魚が大好きということでたくさん食べるかもしれません。それから先ほどの注意事項に

もありましたように、妊婦さんは子供への影響が心配ということがあるかもしれません。お年寄り、

あるいはお子さんは、生体の防御機構が十分でないかもしれません。そういったことでいろんな人に

感受性の幅や、それから食べる量に偏りがあります。そういった幅が出てきますので、安全確保上の

不確かさとして見えてきます。先ほど言いましたように、不確かさについて１００分の１で割るとい

うことで現在カバーしておりますが、ある場合にはこれで十分かもしれなし、ある場合にはもしかし

て不十分かもしれません。安全性について決めた数字というのは、必ずしも絶対的なものでなくて、

いろいろな可能性を考慮して仮定して決められているということについて、ご理解いただければと思

います。 

 次の２３ページをご覧ください。 

 ここでは、注意事項というものはどういうふうに活用されてきたかということについて、少しまと

めてみました。 

 公表後の国の対応ということですが、まず６月３日に厚生労働省では審議会の結果を得まして、バ
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ンドウイルカ、マッコウクジラ、メカジキ、キンメダイについて１回の摂食量、摂食頻度の目安を出

しました。ところが、これをご覧になった方からいろいろ質問などが出てきましたので、その約１０

日後にＱ＆Ａというものをつくって発表したわけです。これについても私たちはいろいろ検討させて

いただきました。 

 さらに、同じ２３ページの真ん中に書いてありますように、６月１０日から１９日に開催されまし

た国際専門家会議（ＪＡＣＦＡ）と書いてあり、ジェクファーと呼びますけれども、ここでも新たな

評価の結果が出ました。そういったことも踏まえて、現在、厚生労働省ではさらに検討を深めている

ということですが、こういったことも含めて今後安全性について、どういうふうに発表していくこと

が大事なのかということについて検討しました。 

 例えば、先ほどご紹介しましたように、マグロについて何で書いてないのという素朴な疑問が生じ

ました。一部ご紹介しましたように、１人当たりの摂食量が国民栄養調査をもとにすると１日２０グ

ラムという計算になってしまって、これは実際に私たちが食べている感覚とだいぶずれてしまう。そ

れからクジラとかイルカやサメは、そんなに毎日食べないのではないかということですが、１回に食

べる量は例えば６０グラムであり、食べている人が少ないので、１人当たりの食べている量というの

では比較的高い数字になってしまう、こういったことについての十分な説明がなかったのではないか

ということも検討の中で出てきました。 

 そういったことも踏まえまして、東京都では今後このようなことについて情報提供を行っていく上

で、消費者の方からのいろいろな素朴な疑問に答えられるということを大事にしてコミュニケーショ

ン、事前説明その他を行っていく必要があるのではないかということを考えました。 

 それから風評被害ということが問題となったわけですけれども、２５ページです。築地市場でのキ

ンメダイ、メカジキの取り扱い状況及び値動きということです。一時期、発表されたキンメダイとか

メカジキについて、消費者は購入を控えるということがありました。風評被害という言葉があるわけ

ですけれども、実際に人々がいろいろな情報をもとにして自分の体の安全を守るということは、人と

して、あるいは１つの生き物として自分の身を守るというのは基本的なことです。ある意味で当然の

ことをやっているということにもなるわけですが、他方、それを生産している方から見れば、本当は

うちの魚は汚染されていないかもしれないのに何で買わないのかということが出てきます。 

 この点についても若干調べてみましたが、消費者が買い控えするという以前に、スーパー等の流通

業者がまず入荷を控えてしまうということがございました。流通業者は、損を出したくないというこ

とで防御的にどうしても入荷を控えてしまう、購入を控えてしまうということになります。そのため

に出荷がとまり、市場では過剰在庫になって値崩れを起こしてしまったということが起きたというこ

とです。流通業者に対して、そういうことをするなということを強制はできませんけれども、的確で

わかりやすい情報を流して、過剰な防衛反応をとるのを控えていただくということも、あるいは風評

被害を避けるために必要ではないかということが考えられます。これについては２５ページの下から

５～６行目に、風評被害についての研究論文を関谷さんという方が発表されておりますが、こういっ

 12



たものも参考にいたしました。 

 今までのところだけで、もしご質問がありましたらお願いします。 

 特になければ続けさせていただきます。 

 ２６ページ以下は、都における対応について（提言）ということで、ここもまだこれから詰めてい

かなければならないと思いますが、若干検討してみました。東京都は、国より身近な自治体として迅

速に的確な情報を提供するという役割もあると思いますし、消費者にとってわかりやすい情報を提供

するということが非常に大事だと思います。そのことから、先ほど出てきたような素朴な疑問につい

てきちっと答えていく、あるいは国に問い合わせていくというようなことも必要だと思います。 

 それからこれは林会長の方から的確なアドバイスがあったのですが、情報というものに対して２つ

の種類があり、１つは、データを中心とする「形式情報」、それからもう１つは、日常生活のかかわ

りまで踏み込んで、その情報はどういう意味を持っているのかということの「意義情報」というふう

に分けて考えることができる。これまでの情報提供というのは、どちらかといえばデータを中心とし

た科学的な情報は提供しているのですが、それは単に形式情報であって、それが私たちの生活にどう

いうかかわりを持っているのかというところまで、一歩踏み込んだ「意義情報」を都としては準備し

ていくべきではないでしょうかというふうな議論をいたしました。 

 その上で、個々の方が情報を今後自分の生活に引き戻してみまして、私は魚が好きでたくさん食べ

ているけれどどうなのか、この場合は安全なのかというようなことを考える上で、アドバイスできる

ようなものがあってはどうかということで、これは後にご紹介させていただきます。 

 さらに、国の情報や注意事項が出たときに皆さんはどういう受け取られ方をしたかということにつ

いて、東京都の方でアンケートをいたしました。それは、２７ページの（２）消費者との情報交換及

び情報提供後の対応ということですが、国が公表した内容について消費者の意見などを３つの手段で

調べました。 

 １つは、直接都民に対して健康指導をする立場にある区市町村の母子保健担当者あてのアンケート、

次に東京都健康局ホームページ上に設けました食品安全ネットフォーラムによる意見収集、それから

３番目は、食の安全都民フォーラムに参加された都民の方からの意見収集です。この結果は、資料集

の方では７、消費者意見等の情報収集というところにまとめられています。 

 そういった調査の中で、直接都民に接する第一線の食品衛生担当の方や母子保健担当の方がきちん

とした正確な情報把握ができたのかどうか。これについて、国の情報提供面では、新聞発表などはあ

ったわけですけれども、自治体の食品衛生の担当者の方への説明という点では少し遅れたそうです。

国と都道府県の経路をたどっていくと少々時間がかかるようですから、消費者から直接いろいろ聞か

れたときに答えられる方に対して、必要な情報が的確に与えられることも大事なのではないかという

ような反省も出てきました。 

 先ほど言ったように、科学的な事実だけでなく、生活に則したわかりやすい内容の情報提供も必要

ではないか。それから詳しいご説明はいたしませんでしたが、他の国では、あるいは国際的な専門家
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会議でもいろんな評価をした後、それを発表する上でさまざまな工夫をしておられるようです。そう

いったことについても、他の国ではどういう工夫をしているのか、あるいは国際機関でどんな工夫を

しているのかということについても私たちは学び、今後の東京都としてのリスクコミュニケーション

の参考にさせていただくということを考えています。第６の「おわりに」というところで、これから

そういったことも含めて、今回はたまたまメチル水銀の例をとりましたけれども、他の食品安全情報

についても十分検討していきたいということで考えております。 

○林会長 どうもありがとうございました。そういたしますとまだ時間が少しありますので、もしこ

れまでの関澤座長のご説明で何かご質問、追加、ここは訂正すべきだというようなコメントがござい

ましたら、よろしくお願いいたします。どうぞ。 

○細川委員 専門委員会の委員ではなかったのですけれども、一応途中話を聞きまして私なりに調べ

てみたのですけれども、ちょっと少しずれるかもしれませんけど。 

 まず、産地の状況ですけれども、静岡、千葉方面が産地ですけど、報道があってから、大体数日間

は漁を全く休んだそうです。要するに関澤座長が言われたように、築地市場での話だけれども、報道

された途端にぱったり注文がとまった。注文を止めた側に聞いたのです、「何で止めたのだ」と。「上

司からすぐとめろと言われた」、こういう話です。中にごくまれですけれども、一般の人は大丈夫だ

という報道があったので、安くなると踏んで大量に仕入れてたくさん売ったスーパーもあったようで

すけど、そういうスーパーは私が知っている限りでは１件だけでした。でも、それはそれで別に問題

なかったようですけど。 

 いずれにしても、大体去年の無登録農薬問題の発表のときもすぐ止めた。問題は、解除のタイミン

グを聞いたのです。止めたはいいけど、どういうタイミングで解除する判断をしたか。つまり、去年

の無登録農薬の場合は、青森県が安全宣言を出したのをきっかけに再開したところが多かったわけで

すけれども、今回はその後の安全宣言というのは何も出ていませんよね。そうすると再開するタイミ

ングは何ですかというと、全く店の対応はまちまちでして、要するに何となくほとぼり冷めてきたの

でという感じです。その辺が経営問題にも影響するので難しいところでありますけれども、ちょっと

一種の過剰反応もあるかなという感じがします。 

 それと、これはちょっと未確認なので名前はふせますけれども、築地市場の話ですと、テレビでこ

の件を報道したときに、水俣病の患者の様子を繰り返し映した局があったらしいのです。要するに都

の方のアンケートでお書きになった９３ページの真ん中に、水俣病と違うということをもうちょっと

説明してほしいというのがありましたよね。やっぱりメチル水銀といえば水俣病というふうに短絡的

な、そういう昔の水俣病の映像を流しますと、２年前のＢＳＥ問題のときもそうですけど、牛がふら

つく様子を映されましたので、あれで非常に恐怖心を持ってしまったというのも大きなパニックの原

因だったと思うのですけれど。これがもし本当だとしますと、やっぱり報道の自由はあると思います

けれども、不安をあおる行為と言わざるを得ない。市場関係者がだいぶテレビ局に抗議をしたらしい

のだけれども、なしのつぶてということがあったのです。私は実をいうとそれを見ていないので、そ
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れ以上のことは言えません。 

 それともう１つ、先ほどもちょっと質問したことなのだけれども、国からキンメダイの公表という

のは６月の３日でしたか、実はさっき話した北海道庁に確認したら、その２～３日前にこういう発表

しますよということで国から連絡が来たというのです。窓口は水産林務部らしいのだけれども、さっ

き伺いましたら都庁の場合は水産課ということになりますと、水産課にさっき電話で時間が始まる前

に確認しただけで、時間がなかったので担当者の方が勘違いしているかもしれませんけれども、その

辺の伝わり方が、２～３日前に、報道する前に都道府県に流れたとすれば、その後の措置はどうなる

か、それがはっきりしないとなるともっと問題だと思うのだけれども。 

 実は築地市場の企業の関係者がもう１つ怒っていますのは、この件について、東京都は何もしてく

れない。東京都と言っているのは健康局でなくて、開設者の東京都中央卸売市場です。中央卸売市場

は、健康関係を管轄しているわけではないので、どうすべきかということはあるのですけど、例えば

都の窓口に国の方から情報が流れたとすると、その情報がさらに魚であれば市場に行くのは間違いな

いので、中央市場の当局の方にすぐ情報が伝えられたかどうなのか、その辺をちょっとこれは報告書

に書く内容かどうかというのは別なので、情報提供としてお話ししますけど、都に対する提言という

のは変なので、そういうことではなくて、そういう情報を事前に、発表前に伝えられたとすると、関

係方面へのそれの伝達の仕方と、それと事前にわかっている場合に都道府県はどう対応すべきかとい

うことも出てきますよね。北海道庁に確認したら、すぐ調べたのだそうです。キンメダイはほとんど

北海道で食べていないので、一応市場には知らせたけど、それ以上のことはしなかった。現実に問題

は全く起きなかったのですけれども。ということもあって、事前に知らせた場合にどういうふうに対

応するかというのも、あまり騒ぐとまたあれだし、大変難しいとは思うのですけれども、ちょっとそ

ういう問題も感じました。 

 そんなところです。済みません。ちょっと情報提供なので、提言にどういうふうに入れてくれとい

う話ではありませんので。 

○林会長 これは重要な発言だと思いますので、細川委員は専門委員に入っておられないのですけれ

ども、次の専門委員会にご出席いただいて、報告書に取り入れるのが適当と思われるような、重要な

事項については、都とお話し合い願いたいと思います。 

○小川安全情報担当副参事 細川委員につきましては、理化学専門委員会に関連する事項で、非常に

重要な知見をお持ちだということですので、お呼びしてご意見を聞くようなことでお話しをしており

ます。 

○林会長 その点よろしくお願いいたします。 

○関澤座長 今、細川委員の方からご紹介がありましたので、資料の６３ページから６６ページをご

覧ください。 

 これは東京中央卸売市場での荷動き、取扱量と値段の動きを東京都の方で調べていただいたもので、

キンメダイとメカジキについてのデータです。ざっと見たところなのですが、魚の取扱量というのは、
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どれだけ漁獲があるかとか、その他の点でかなり動きがあるということはまずおわかりだと思います。

値段もいろいろ変動いたします。キンメダイについては６３ページにあり、後になるほどだんだん値

段が下がってきているようにも見えますが、メカジキは６６ページを見ると、必ずしもそうでもない

ということが見えます。 

 私たちが少し議論した中では、魚の取り扱いが卸売市場を経由するものと、それからスーパーなど

が直接買いつけるものがありまして、意外と最近では卸売市場などを経由しないものが増えてきてい

て、スーパーなどがかなり防衛的な反応をするのではないかということの議論がございました。卸売

市場でやれることについてご指摘があったのですが、必ずしも都で全部対応できないという点で、流

通業界の反応もあるのではないかということについて、確か村上委員から、ご指摘があったように思

います。 

○林会長 ありがとうございました。ここで、専門委員会の報告書の扱い方について、事務局の方か

らご意見があったらお願いします。 

○小川安全情報担当副参事 私の方からお話しさせていただきます。今、皆さん方のご意見の中で、

やはりまだ非常にこれは分厚い資料でございまして、内容は非常に盛りだくさんだとは思うのですけ

れども、まだ粗々な部分があるというようなお話でございました。私どもといたしましては、このよ

うな膨大な内容のものからもう一度精査いたしまして、もうちょっとコンパクトにエッセンスが抜き

出せるような形でリライトしたものを、実際の報告書の案というような形でまとめていくべきではな

いかと考えておりますが、その１つの方法といたしまして、理化学専門委員会の中に起草委員みたい

な、そんな位置づけのような機能を持っていただきまして、そこである程度リライトするような形を

進めて再度評価委員会の方にご報告する、そんなような段取りではいかがかなと思っているのですけ

れども。以上でございます。 

○林会長 どうもありがとうございました。ただいまの事務局のご説明に何かご質問とかコメントご

ざいませんでしょうか。 

○大沢委員 先ほど細川委員が出されたような過剰な反応、こういうものはリスクコミュニケーショ

ンで最も重要な内容だと思うのですが、それを防ぐためにはリスク評価、その後のリスク管理、それ

らに対する評価をきちっとした、先ほども出てきましたけれども、意義に関する情報を提供するとい

うことが一番重要だと思うのです。その意義の点で水銀の問題だけに限っていきますと、今出ている

のはいわゆる安全と危険との境目の情報ではないのです。より安全ということを考えたときの注意事

項として提供されているものです。そこのところの内容の意義がはっきりしていないと過剰反応して

しまうことがあると思うのです。この委員会などが、リスクコミュニケーションとして情報を提供す

るときにも、きちっと評価をするのはそこの部分ではないかと思うのです。 

 それについて、水銀の部分に関していいますと、これは妊婦の方々おける影響ということで、特に

普通の人よりも気をつけてくださいという形の情報提供が出されているわけです。ただ、その場合の

影響というのは、先ほども出てきました、いわゆる水俣病のような明らかな神経的な障害ではなくて、
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もっと目立たない行動学的な影響がひょっとするとあるかもしれませんという、いわゆる生理的なも

のと毒性の境目みたいな非常に微妙なところの話になるわけです。そういうものも注意した方がいい

という範囲での情報提供だと思うのです。 

 それからもう１つのリスク管理の方でいきますと、なぜマグロが除かれたとかいうあたりのことは、

これはリスク管理の段階の問題となると思うのですが、これは先ほど全国の国民栄養調査で、マグロ

の摂取量はそれほど多くないということから算定から除外されているようですけれども、例えば関東

のある県では、実はマグロの摂取量はかなり多い。そうすると地域によっては魚種の摂取率が異なり、

必ずしも無視しない方がいいかもしれないケースも出てくるわけです。リスクコミュニケーションと

して東京都の問題として戻ってきた場合には、東京ではそういった地域性の問題もさらに考慮に入れ

る必要があるかどうか調査していただくなり、あるいはこの委員会としても考慮することが必要では

ないかというふうに思います。 

○林会長 どうもありがとうございました。大沢委員も専門委員ではないのですけれども、事務局の

方から、大沢委員のご意見をまとめていただいて、関澤座長に提供していただくようお願いいたしま

す。 

○小川安全情報担当副参事 非常に重要なご指摘をいただいたと思っておりますので、ぜひともご指

導いただきたいと思っております。 

○林会長 どうもありがとうございました。その他何かご質問、コメントございませんでしょうか。 

○関澤座長 私がちょっと言葉足らずで十分ご紹介しきれなかったところもあるかと思います。他の

理化学専門委員の方で、もし補足していただけるところがありましたらお願いいたします。 

○碧海副会長 資料の方に載っております、都民のアンケートの結果ってございますね。非常に数は

少なくて、なかなか全体をはかるというデータにはならないと思うのですが、今回のこのテーマにつ

いて言えば、割合と都民の方は、あまりこれについて反応しないで今までどおり食べているという声

が結構あるわけです。こういった資料をやっぱり提言なり報告等を出すときに、その辺のところをち

ゃんと文章の中で触れるようにした方がいいかなというふうに思っています。つまり、アンケートを

ただ資料としてつけるのではなくて、報告の中に。 

○林会長 ありがとうございました。前回、アンケートをいただいたらば、何らかの形でそれに回答

しなければだめだというふうなことを事務局の方と話したことがあるのですけど、１つひとつへの対

応は難しいとしても、まとめてでもいいですから回答しようというような意見が出ましたが、今回は

１つの課題と思います。 

 他に何かございませんでしょうか。どうぞ。 

○中村委員 アンケートの中にでも、なぜメチル水銀の問題が唐突にということを言っていらっしゃ

る方が何人かいらっしゃる。やっぱり今までは、事故が起こってからそれの対応でしたね。だけどこ

れは事前の予防措置だということを、どこかにはっきりお書きになった方がよろしいかと思うのです。

影響を受ける方へのより予防的な措置として、こういう問題を提起しているのだということがもっと
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明確にどこかに初めにボンと出して、そのためにどういう影響が胎児にあるのかというふうなことを

理論的なものを後で書いて、初めにそこをやっぱりやらないと、危ない危ないというようなことだけ

が先行しているような気がするのです。やっぱりこれはこういう形のこれからはリスクコミュニケー

ションというのをやるようにするわけですよね。その初めの例ですから、その辺をちょっと強調して

いただいた方がよろしいかなという気がいたします。 

○林会長 よろしくお願いいたします、非常に重要なことだと思いますので。 

 他にございますか。どうぞ。 

○春日委員 報告書の扱いについてなんですけれども、もちろんエッセンスと必要な部分だけをわか

りやすく書き直していただくということは必要なことかと思いますけれども、報告書の案と資料編を

拝見して、非常に感銘を受けているわけです。ものすごい時間と労力をお使いになって、貴重なデー

タをお集めになられたと思いますので、ぜひ一部でも削除されるということは非常にもったいない気

がいたします。ですから簡略版といいますか、抽出版とともに全資料ですとか、得られた情報を見た

い方には見られるような形で公開していただければと思います。 

○林会長 それは非常に重要だと思うのです。先ほどちょっとお話ししたＷＨＯからの報告書でも、

やはりそういう二つに分けていることが多いので、ただ、そういうことで取り扱いが非常に難しいと

思いますけれども、ちょっとやはり事務局の方でそこのところをしっかり考えていただきたい。非常

に重要な資料ですから、失ってしまうのはもったいないということです。では、よろしくお願いいた

します。 

○小川安全情報担当副参事 ありがとうございます。 

○林会長 そういたしますと、ここで休憩をとらせていただきます。１０分ですか、１５分ですか。 

○小川安全情報担当副参事 １５分程度で。 

○林会長 １５分程度休憩をとらせていただいて、また始めるということでよろしくお願いします。 

                 （休 憩） 

○林会長 時間が参りましたので、次のセッションに入らせていただきます。 

 次は、微生物専門委員会の話ですが、諸角座長からご説明いただきます。 

○諸角座長 それでは、微生物専門委員会についてですが、今、実際申しまして資料も不足しており、

それからもう１つ、リスクコミュニケーションをやるためのさまざまな実験がこれから用意されてお

ります。ということで現段階では専門委員会の方のこれからの方向性、それから今までにどういうふ

うな形でまとまったのかということをご報告いたしまして、皆様のご意見、あるいはご助言がいただ

きたいと考えております。 

 ご案内のようにカンピロバクター食中毒というのは、非常に発生件数が多く、今、ノロウイルスに

続きまして２位でございます。そのことを受けまして、この食中毒をいかにして制圧していくのかと

いうことを主目的として専門委員会を行っているわけでございます。これまで９月４日、それから１

０月１０日に２回の専門委員会を開催いたしまして、さまざまな資料をもとに検討を行ったわけでご
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ざいます。これをもとに、ある一定の方向性が今の段階では出せたと考えているところでございます。 

 まず、２に検討の経緯及び今後の検討の方向というところで大体のガイドラインが出てきておりま

すが、それを読み上げさせていただきます。 

 専門委員会では、カンピロバクター食中毒の現状、あるいは食品の汚染実態などを資料収集して検

討を行いましたところ、原因食品としてやはり鶏肉の関与が大きいのではないか、また、その汚染に

つきましては現時点では不明な部分があるということで、その辺の精査が今後必要になってくるので

はないかということでございます。 

 カンピロバクター食中毒の発生を軽減させること、そして食中毒を防ぐにはどういうふうにすれば

いいのかということで、問題点、あるいは課題についての方向性を整理したわけでございます。 

 これまでの食中毒の発生傾向から見まして、最終的な調理での本菌の加熱殺菌、あるいは消費段階

における調理者の食材の衛生的な取り扱い方、これは二次汚染の防止ということでございますが、そ

れが食中毒の防止に極めて有効であるということで、当面の対策といたしましては、取り扱いの不備

による危害発生の可能性、それから調理の具体的な方法等に関しまして、新たなリスクコミュニケー

ションの視点を取り入れて普及啓発を行っていこうということでございます。 

 効果的なリスクコミュニケーションを行うにはどうすれば、どのようなデータが必要なのか、とい

うことでございますが、短期的には、後で申し上げますけれども、ある程度視覚に訴えまして、どの

ような調理方法、あるいはどのように鶏肉を扱えば二次汚染等が防止できるのかというようなことに

ついて、実験的な裏づけを得ていきたいと考えております。 

 もう１つ中長期的には、当面の対策を打ち出した後でどのような効果が見られたのかということ、

それをフォローしていきたい。それから、現在の検査法の検出感度の違いにより汚染のレベルに違い

が生じます。汚染実態を明らかにしていくには、どのような検査方法がいいのかというところまでや

はり踏み込んで検討を加えていければというふうに考えているところでございます。 

 また、根本的な対策といたしましては、養鶏場や食鳥処理場などの対策が必要でございます。しか

しながら、東京都にこのような施設がほとんどございません。ということで、でき得る限りのデータ

を集めまして、あるいはそういう機関に都外であってもご協力いただけるようでしたら、調査を行っ

ていければということで、関係機関との連携も含めた検討が必要になってくるだろうというのが現段

階での方針でございます。 

 １枚めくっていただきまして、カンピロバクター食中毒の現状というところに移らせていただきま

す。 

 カンピロバクターというのは、皆さんもう既にご存知のとおり、微好気性細菌と言われる菌でござ

います。そういう性格を持っておりますので、大気、空気中にさらされた場合には、増殖できません

し、比較的長期にさらされますと細胞膜が変化をきたしまして、らせん状の格好をした菌が球状にな

る。これをコッコイド化と申しますけれども、そういう形を呈してまいります。一般的にそういう状

態では損傷菌になっているだろうというふうに考えられるわけです。当然のことながら増殖はできま
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せん。むしろ、そういう環境に対して抵抗性を持てるような形態ではないのかというように考えてい

るわけでございます。 

 そのカンピロバクター、熱にも比較的弱い菌でございますし、それからｐＨもｐＨ５以下にします

と２４時間程度で死滅してくるというような傾向もございます。必ずしも決して環境、あるいは化学

物質に対して抵抗性の強い菌ではございません。ということで、比較的制御は容易であろうというふ

うに考えられるのですが、その反面、上から５行目あたりに書いてありますように、カンピロバクタ

ーの感染力が比較的に強い。ここにお示しいたしましたように、Ｂｌａｃｋらのボランティアを被験

者とした感染実験では、牛乳に混ぜて飲ませたところ、８００程度の菌、要するに１０の２乗レベル

で感染するということでございます。ということは、腸炎ビブリオの１０の５乗、６乗というレベル

からいきますと、１，０００分の１ぐらいの菌量で感染する。Ｏ１５７、あるいは一部の感染力の強

いサルモネラに匹敵する程度の感染力を持った菌であるということで、菌が空気中にさらされている

食品の上で増殖できなくても、付着した菌量のレベルで感染を成立させる可能性もあるということが

言われているわけでございます。 

 本菌は、動物の腸管等に比較的高頻度に分布している。それから東京都の調査では、野性のカラス

等からも検出されてくるということでございます。腸管から菌が排泄され、外界に出ますと、その段

階で損傷菌になってくる可能性があるということでございます。その損傷菌が現段階では、人の体内

に入った場合に感染力を持つのかどうか、あるいはその損傷菌がくっついていても現段階では培養で

きないということで、１００個いようが１，０００個いようが、損傷菌の場合には今の検査法ではほ

とんどゼロになってしまうかもしれませんが、それはまだ確実視されておりません。幾つかは当然修

復されて検出されてくると考えられている段階でございます。ですからその辺のところも今後できる

限り、要するに感染の能力を保有しているのか、あるいはそれを修復して培養していくのにはどうす

ればいいのかというふうな方法論も含めまして、検討を行っていく必要があろうかというふうに考え

ております。 

 つぎに食中毒の原因施設の変化という項に移らせていただきますが、食中毒の原因施設としては、

平成元年ごろまでは給食施設、その他の施設で大量調理されたような食品を原因とする事件が多かっ

たわけでございますが、最近の傾向といたしまして、飲食店、家庭、あるいは調理実習等でカンピロ

バクターの食中毒に感染した事例が非常に増えてきております。かなり原因施設等の様変わりが起き

ているということでございます。 

 ここにお示しいたしましたように平成７年以降につきましては、東京都において学校給食を原因と

したカンピロバクター食中毒は発生しておりません。食中毒の制御については、中村委員が一生懸命

おやりになっていらっしゃいますけれども、かなりうまくいったと考えられているということでござ

いますけれども、そういう施設で行われている衛生管理手法などもリスクコミュニケーションの１つ

の資料として取り入れて検討してまいりたいということでございます。 

 もう１枚、３ページ目に移らせていただきますけれども、専門委員会の２回の間に患者の年齢構成
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についてはどうなのか、というご意見が出てきております。それから第１回の本委員会の方で比較的

小児が重症化しやすいという意見と、大人がかかった場合にはそれほど重篤な症状にはならない、と

の意見が出ております。私は、「食中毒では大した症状にはなりませんね」というような発言をした

かと思いますけれども、その辺のデータ的な裏づけを得ようという努力を行ったわけでございます。

一般的には発熱、下痢ということで、予後は良好というふうに言われておりますが、前回にもご説明

いたしましたように、ギランバレー症候群と申しまして、自己免疫疾患に移っていくというケースが

ございます。その点については、両者の因果関係も含めまして今後の検討が待たれるところでござい

ます。主題の年齢別の症状差については、食中毒事例、あるいは感染性腸炎研究会の調査データを入

手いたしましたが、それらのデータでは発症率、症状の経過、あるいは重篤度などについて、細かい

分析を行うことができませんでした。 

 しかしながら、入院事例を見てまいりますと、成人の入院事例というのは、乳幼児等に比べまして

非常に少ない、特に９歳以下の低年例層では入院症例数が非常に多いということで、これまでに指摘

されているように、低年例層で重篤化するケースが多いということがデータから読みとれます。この

辺につきましては、特に食中毒事例のデータの解析というのがまだ不十分でございますので、解析を

加えて、全体的にはどうなのかということがもう少しわかるようにしてまいりたいと考えております。 

 都内における食中毒事例の原因食品についても、併せて検討したところでございますが、食中毒が

起きますと喫食調査票というものを配布いたしまして調査を行うわけでございます。そのデータをも

とに検討いたしましたが、この食中毒がやはり潜伏期間が長い。それからもう１点は、感染に要する

菌量が少ないということで、非常に菌が探しにくいというところがございますので、原因が疑われる

食品から原因菌を分離できた事例というのがかなり少ないという結果でございました。 

 もう１つの要因といたしましては、少なくとも２日、３日たちますと食品がほとんど廃棄されてい

るということで、検査できない点があるかと思います。 

 もう１つ問題なのは、先ほども申しました菌の毒性上、まな板ですとか、あるいは調理器具に付着

したとしても、先ほど申しましたように時間が経つとコッコイド化したり、あるいは損傷を受けたり

して、なかなか環境からの分離が難しいというところも、もう１つの原因になっております。 

 これまでの疫学調査の結果によりますと、原因食品として疑われるものとして、鶏肉等の記載のあ

るものがやはり多いということ。これは食中毒の調査票を見ますと、２～３日前に鶏肉を食べました

という事例が非常に多いということでございます。また特に、その中で「鶏肉の刺身」、あるいは

「たたき」が関与しているだろうということが推察される発症事例が認められたということでござい

ます。 

 最近の傾向といたしまして、さまざまなものを生で食べるという傾向が特に強まってきております。

カンピロバクターについては、鶏肉を生で食べるという機会が増えているということが、食中毒発生

が全然減らないという原因の１つになっているのではないかというふうに推察されたわけでございま

す。 
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 カンピロバクターの汚染実態につきましては、４ページにこれまでのまとめを記しております。ま

ず、流通状況について見てみますと、流通鶏肉の約６割強が国産でございまして、その他が輸入であ

るということでございますが、平成１４年は、タイ、ブラジル、中国、アメリカ、その４カ国からの

輸入がほとんどでございました。その多くは冷凍の状態で輸入されているということで、この冷凍の

状態が問題でございますが、それは後で述べさせていただきたいと思います。 

 国産の鶏肉では、青森、岩手、宮崎、鹿児島、その４県で６割以上を占めているということでござ

います。こちらの方は冷蔵品、あるいはチルドとして流通しているということでございます。 

 市販鶏肉のカンピロバクターの検出状況でございますけれども、さまざまな検査データ、これはか

なりございましたが、集めてまいりました。ところが、検査法の違いで極めて大きなばらつきが認め

られたということです。次の３番でそれについては述べたいと思いますけれども、現在集めたデータ

での汚染率を比較してみますと、輸入品が国産品に比べて極めて汚染率が低いという結果が得られて

おります。これが本当にそうかどうかという問題については、今後の課題になってまいりますけれど

も、検査検体数がやはりまだ輸入鶏肉については少ないということで、少し件数を増やして調査する

必要があろうと考えております。 

 それからもう１つ、検査法のところで申しましたようにばらばらの検査方法で得られたデータであ

るということで、私どもで統一したデータでやってみないと汚染レベルの評価ができないのではない

かという段階でございますので、その汚染の実態の把握と同時に、検査法について、例えば冷凍品の

上で損傷化してしまった菌を修復して取り出せるような方法についても、併せて今後検討を加えてい

く必要があるのではないか、その２点についてやっていく必要があるという結論が得られております。 

 今、現状としてカンピロバクターの検査がどのような方法でやられているのかということでござい

ますが、１枚めくっていただきますと次のページに表１がございます。この表１に食肉等のカンピロ

バクター検出状況というところで、検査法と、それから陽性率の違いが記載されております。 

 従来の検査法、これは表現がちょっとおかしいのでございますけれども、食品衛生検査指針等の検

査法に準拠した検査法でやりますと、国産鶏肉で５．７％、ところが大量培養法、この方法は３種類

ございまして方法はさまざまでございますけれども、いずれにせよ１０倍乳剤をちょっと入れるので

はなくて、試料１００グラムをそのまま培養してしまおう、あるいは洗浄液を遠心して沈さを培養し

てしまおう、あるいは２５グラムをＰｒｅｓｔｏｎ培地という培地にドボンと入れましてそのまま培

養しようという方法で、かなりの検体量を使って行う実験でございます。そういう方法でやりますと

６１％、８４％、４２％ということで、一番下の小野らの方法では、国産鶏肉が９６％、輸入鶏肉が

１６％、この程度の違いが見られているわけでございます。すなわち、従来の検査法では極めて検出

率は低いけれども、大量培養法でやりますと鶏肉の約半数近く、あるいはそれ以上が汚染していると

いう結果が出てきております。やはり検査法についてもかなり差を生じるということで、専門委員会

での委員の方の申し合わせというのが１番から３番の記載内容でございます。 

 「食中毒菌のカンピロバクターの性状」というところで触れましたが、損傷菌になったときにどの
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ような検査法が必要なのか、要するに菌を修復させて培養できるような状態にする検査法は、どのよ

うな方法があるかという検討をしていく必要があるということでございます。 

 ２番目としては、輸入鶏肉のほとんどが冷凍品であるということで、その冷凍という操作が損傷を

もたらす、菌に対してダメージを与える可能性があるということで、その培養法についても検討が必

要であるということでございます。これについて逆に申しますと、感染能が失われるのだったら、凍

結という保存もカンピロバクターの汚染防止にはいい方法なのではないかというふうなご意見も出て

おりましたので、その辺についても併せて検討していく予定でございます。 

 ３番目といたしまして、輸入鶏肉、あるいは国産鶏肉のカンピロバクターの汚染に差があるという

ことで、ここは１つ検査法に問題があるということに、とりあえず仮定いたしまして、検査法も含め

て今後統一された方法で汚染の実態を把握してまいりたいと考えております。 

 第４番目といたしましては、問題点と課題でございます。今年の１月から９月の時点で、都内で発

生いたしましたカンピロバクター食中毒は、既に１７件に上っております。これは恐らく腸炎ビブリ

オより今年は多くて、今の段階ではトップではないかなと考えておりますけれども、昨年のデータを

みますと、東京都内で発生する食中毒の中で今、ノロウイルス（ＳＲＳＶ）に続きまして発生件数も

２番目に多いということでございます。 

 それからもう１つ、先ほど申し上げましたように、原因食品としてはかなりの確率で鶏肉の関与が

考えられるということでございます。 

 もう１つ、カンピロバクターの場合は先ほどの化学物質と違いまして、感染するのか、しないのか、

オール・オア・ナッシング、そういうところがかなり重要になってまいります。要するに感染菌量が

少ないですから、感染を防ぐためには汚染を完全に除去してやるということが必要になってまいりま

す。したがって、二次汚染をしないためにはどうすればいいかということが課題になってまいります。

そういうところをこれからやっていこうというところでございますが、食中毒の発生状況、その辺の

データから考えまして、やはり汚染された鶏肉の不適切な取り扱い、すなわち今申し上げましたよう

な調理、加工の問題、生で食べてはいけないとか、そういう問題、それから二次汚染の防止はどうす

れば的確にできるのかというようなことを、実験的なデータも含めまして注意を喚起していきたいと

いうことでございます。これがリスクコミュニケーションの柱になるであろうというところでござい

ます。 

 ですから少なくとも短期的には、鶏肉が高頻度にカンピロバクターに汚染されていること。一般的

に鶏肉というのは、それ程生で食べる肉ではないわけです。ですからそれをどうすれば良いのか。例

えば、たたきでもどのような状態になれば食べられるのかということをやはり視覚的に訴えていく、

それでコミュニケーションを喚起したいということでございます。 

 ちょっとめくっていただきまして、検討の方向性でございます。今後どのような方向で取り組んで、

こちらの本会議にその結果を出していきたいかということでございますが、今申し上げましたように

鶏肉がカンピロバクターに汚染されているという現状、汚染された鶏肉をどのような形で調理、加工
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すれば食中毒にならないで済むのかということを啓蒙していきたい。そのためには、飲食店、家庭、

調理実習を実施する学校等、今、主に食中毒が高頻度に発生している施設等に対して、調理方法等を

中心にリスクコミュニケーションを徹底して行っていく必要があるということでございます。 

 ２番目の項目では、リスクコミュニケーションの方法でございますけれども、科学的なデータに基

づいてメディアを利用した視覚的なものをつくっていきたい。最低限度、都民が理解する方法を工夫

して、どのようにできるだけ視覚に訴えて簡単でわかりやすくするのかということが、やはり課題で

はないかと考えております。 

 それから、リスクコミュニケーションに役立てる科学データ、これを収集するために「調査・試験

検査について（案）」というのがございますが、この調査と、それから試験検査を緊急に行っていく

必要があるということで、これから私どもは、至急試験検査を行い、得られたデータをもとにしてリ

スクコミュニケーションをやっていこうというところでございます。 

 一方、中長期的な対策といたしましては、当面の対策を行った後に、その結果をモニターして、そ

れが果たして有効だったのかどうかということを検証し、必要があれば見直しを考えていくというこ

ともやはり必要であろうということでございます。 

 それからこれは少し時間がかかる問題でございますが、汚染実態を正確に把握し得る検査法につい

て検討していく。 

 ３番目では、損傷菌となったカンピロバクターの細菌学的検討。先ほど何度も申し上げているよう

に、損傷菌が感染するのかどうか、そして培養できるのかどうか、できる方法をできるだけ開発して

いきたいというところでございます。 

 それから先ほども申しましたが、養鶏場、あるいはフィールドのない東京都としては、食鳥処理場

の対策というのが非常にとりにくいところがございます。可能な限り汚染実態の把握、あるいは施策

等について関係機関との連携を含めて、都の対応を模索していきたいということでございます。 

 当面の取り組みといたしまして今後の予定でございますが、本年１１月から１月にかけて必要な調

査・試験検査を実施いたします。その結果を第３回の食品安全情報評価委員会において提言していき

たいなというふうに考えているところでございますが、かなり厳しい状況かなというふうに思ってお

ります。 

 中長期的な対策につきましては、第３回ということを設定せずに、検討状況を踏まえて専門委員会

等でまた再度検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 ちょっと１枚めくっていただきますと別紙がございます。ページの７というところでございますが、

これが至急実施すべき調査・試験検査の内容でございます。 

 その（１）に書いてありましたように、カンピロバクターに汚染されたもの、これは検査をすれば

わかります。それから、もしくは実験的にカンピロバクターそのものを鶏肉、あるいは他の食材にな

すりつけてしまうということで、そういう、これは鶏肉ですが、使用して加熱をすることによって、

どういう状態になったときに菌はどのような動態を示しているのかということを調べていこうという
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ことでございます。できたら、色の変化等でとらえていければ、それが一番消費者の方にもわかりや

すいのではないかということで、さまざまな視覚的な指標というものを加味しながら検討を加えてい

きたいと考えております。 

 それからもう１つは、市販の鶏肉を使って、菌が何度何分でもって死ぬのか、そのとき鶏肉はどう

なるのかということでございます。２番目は、具体的にさまざまな調理方法がございますが、特に代

表的な調理方法については、どのような調理方法で、どのようにつくったときにその色になるのかと

いうことを、その時、どの温度になっているのかということを、菌をつけて実験しにくいというのが

ございますので、外挿するための実験を組ませていただこうというふうに考えております。例えば先

だって専門委員会で服部委員が、「焼き鳥１つにしても、うちわで扇ぐのとそうでないので遠赤外線

効果が違う」し、「それによって中までの加熱効果というのは違ってきますよ」ということをおっし

ゃっていました。その辺のご意見を専門の方にいろいろお伺いしながら、ここは調理専門学校で実際

に調理をしていただいて温度を測定していただこう、色の変化も見ていただこうというと考えており

ます。 

 次に、表には調理の実験内容がまとめてございます。刺身、これは生のままですから調理も何もご

ざいません。湯引き、焼き鳥、親子丼、バーベキュー、から揚げ、これらについては、一番代表的な、

典型的な方法で調理したときに肉の色調はどう変化するのかということを、調理の専門家の方のご意

見をいただきながらやってまいりたいと思っております。 

 二次汚染については、カンピロバクターに汚染された、もしくは実験的にカンピロバクターをくっ

つけた鶏肉を使用いたしまして、調理したときに器具にどのぐらいくっついてくるのか、例えばまな

板にはどのくらいなのか、包丁にはどのくらいなのか、手にはどのくらいつくのかということを測定

する。これは私ども健康安全研究センターで実施いたします。 

 カンピロバクターに汚染され、あるいは実験的に汚染された鶏肉、そこから出てくるドリップにど

のぐらいの菌が含まれてくるのか。これも汚染源としては非常に大きな要因でございますので、この

点についても私どものところで検討してまいりたいと思います。 

 もう１つは、先ほど申し上げておりますように、輸入鶏肉の汚染実態というのがいま一つ明らかに

されていないわけでございます。輸入鶏肉を買い上げて、予備試験としては１０検体程度、本試験で

は５０から６０検体の輸入鶏肉について、統一した大量培養法で、要するに国産の鶏肉のデータとし

て比較し得る方法で検査を行って、その実態を把握する。この３点がこれから１月の上旬までにかけ

て我々に与えられたノルマでございます。できるだけリスクコミュニケーションに活用し得るデータ

を出していきたいと考えておりますけれども、特にこの部分で委員方のご意見があれば、ぜひお出し

いただきたいと思います。雑駁でございますが、以上です。 

○林会長 どうもありがとうございました。これらのデータを踏まえて、報告書を追加・訂正すると

いうことですけれども、何かご意見ございませんでしょうか。 

○碧海副会長 私は専門委員のくせに日時のスケジュールがどうも合わなくて２度とも出席できなく
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て申しわけなかったのですが、２点ちょっとコメントがございます。 

 １つは、ギランバレー症候群のつまり患者になったという方が、たまたま私の身近でつい最近伺っ

て、早速「もしかして鶏肉は」と聞いてしまったのですが、ギランバレー症候群のところは、本当に

関係も報告されているという程度の資料しかまだないのかどうか、もう少しその辺の詳細というのは

わからないのかどうかというのが１つございます。 

 それからもう１点は飛んでしまうのですが、最後の調査・試験検査についての案のところで、１番

の加熱調理と菌の消長というところなのですが、調理によるいろいろな実験をされるときに、最近、

家庭では結構鶏肉を電子レンジで蒸し肉、蒸し鶏にするという方法が普及しておりまして、特に鶏の

場合は割に加熱時間が短くて済むということがあるのと、最近はエスニックが相当はやっていますの

で、棒々鶏（バンバンジー）という中国の鶏のあえ物ですとか、あるいはライスペーパーなんかで巻

いて蒸し鶏を食べるとか、そういう鶏肉の料理というのは結構いろいろ多岐にわたっていまして、そ

ういう意味で今日、服部委員はおいでになりませんが、家庭での調理の実態に応じた実験というのも

ぜひ入れていただきたい。特に電子レンジによる加熱というのをぜひ入れていただきたいなという気

がいたします。というのは、電子レンジは加熱しすぎるとゴムみたいになってしまいますので、どう

しても控えめにするのです。だから、そういう意味でちょっと気になりましたので要望させていただ

きます。 

○諸角座長 貴重なご意見ありがとうございます。まず簡単な方から申し上げますと、電子レンジの

実験もやる予定でおりますが、ワット数と時間との関係の設定はできるのですが、不幸なことに、あ

の中で温度センサーを使用できないという問題があります。ですから温度と加熱時間の関係を明らか

にするのが厄介なのかなというところがございます。だから、途中でとめて慌てて出して温度を測定

すればいいのかなと考えておりますので、ご意見を参考にさせていただきながらやっていきたいと思

っております。確かにおっしゃるとおり電子レンジの調理というのは、私も主夫、女偏のつかない方

の主夫をやっておりますが、確かに多いですね。 

 それからもう１つ、ギランバレーにつきましては、ギランバレーそのものとカンピロバクターの関

係が１００％解明されているわけではございません。少なくともこの前の第１回の会議で申し上げま

したように、ＧＭ１という因子そのものの研究というのはかなり進んできております。それから私ど

もの方では、カンピロバクターの食中毒、それも特殊な血清型、ペナーの１９とリオールの７ですか、

その特殊な血清型に感染した人でないとギランバレーに移行しないのではないかというように考えて

おります。ですから、カンピロバクターの食中毒になったからといって、ギランバレー症候群にその

まま移行するかというと、その確率も低い。それからもう１つは、その中でも共通抗原を持った、今

申し上げました血清型の菌によって食中毒になった方で、特に免疫攪乱を起こしたような場合にとい

うように、条件が幾つもそろわないとギランバレーに移行しないだろう。でないとみんながギランバ

レーになっていないといけませんので、そういうところがあるために解明が非常に難しいということ

です。獨協大学でも一生懸命に今実験をおやりになっていますけれども、もう少し時間がかかるので
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はないかと考えております。ですからまだ不明というお答えしかできません。 

○林会長 どうもありがとうございました。他に何か、ご質問とかコメントは。 

○関澤委員 ６ページの検討の方向性のところの（２）なんですが、リスクコミュニケーションの方

法として、科学的データに基づき、メディアを利用した視覚的なものなど、都民が利用しやすい方法

を工夫するというところなのですけれども、私自身もリスクコミュニケーションについていろいろ言

っておりますが、どういうふうにすれば一番みんなにわかってもらえるかというのはなかなか難しい

と思っています。確かに視覚的なものが大事で、東京都でもぜひいいものを開発してほしいし、自分

でも何か検討してみたいなと実は思っています。この報告書のように、書いたものを実際読んでくだ

さる方って本当に限られてしまうと思いますが、短い時間でパッと視覚的に、先ほどの例では水俣病

の写真を出せば、非常にはっきり頭に残るのですね。 

しかし、実際に今メチル水銀で出された情報と、水俣病とは本当は結びつかないのだということに

ついて、テレビなどはやっぱり視覚的に印象を与えたいと思うものだから、ついついそういうものを

出してしまう。カンピロバクターの中毒について、どういうものをつくって、だれを対象として、例

えば子供が患者さんになりやすいといったときに、子供を対象にして、それをわかりやすくとか、ア

クセスしやすくするといった方法を、ぜひ微生物の方でも考えていただきたいし、理化学の方でも何

か考えてみたいなと思いますので、今もしアイデアをお持ちでしたらご紹介いただきたいと。 

○諸角委員 やはり視覚的ということなのですが、デジタルカメラ、あるいはビデオという形になろ

うかと思いますけれども、一番ネックなのはそのときに色がそんなにはっきり出るのかというのがあ

りますね。典型的な、例えば中まで白くなるというのが、露出だとかその辺の関係で少しピンクっぽ

く写ったりしますね。その辺のところが難しいとは思っています。この部分の主体性は事務局の方に

あるかなというのもありますので、いかがでしょうか。 

○小川安全情報担当副参事 その辺につきましては、まだリスクコミュニケーションの手法というも

のが確立してないのでいろんなやり方があるのかと思いますが、確かにここでメディアと言っている

ものを、まだ具体的にどういうメディアかというところは確立してないと。 

ただ、やはり一番やっぱり今までの通り文書で通知して気をつけましょう、ではだめだというとこ

ろまではわかっているのです。ですから、それを超えるようなものをどうしようかということで、こ

れから検討したいと思います。 

○碧海副会長 私自身はもともと放送局にいた人間ですので、今の視覚的なものについてやっぱり一

番心配なのは、先ほどの水俣病の画面を出したらということにも通じるのですが、視覚的なものとい

うのは必ず編集されるわけですね。ですから、その編集が文章で書くのとは違った次元の編集なので、

非常に難しい。正しく伝えるのが難しいなという心配が１つございます。 

それから、これは視覚的なものではないのですが、例えば日本の調理法というのは歴史的には１０

０度までの温度の範囲ですね。つまり油で揚げるというのは割に最近の話で、水で蒸したりゆでたり

するという。ところが、中国とか欧米なんかの場合にはオーヴンとか、非常に高い温度を使うという
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のがあります。それで、欧米の場合には特にオーヴンを日常的に使う関係で、食品の加熱の温度によ

ってどういうことが起きるか、あるいは、肉の状態はどうなるかといったようなことを家庭用に、家

庭用の料理の百科みたいなものでも非常に丁寧に説明しているのですね。私自身もオーヴンを使うと

きに、いつも参考のために台所の扉の裏なんかに張っている表があるのですが、そういうのには例え

ば豚肉は何度まで加熱すれば大丈夫とか、それがローストポークだとどうだとか、そういうことが全

部温度に応じて書いてあって、ですから鶏肉に限ったことではなくて、そういう食中毒がらみで食材

の加熱温度との関係での安全度というか、そしてしかも味覚的にはおいしい。豚肉なんか心配して皆

さん１００度まで加熱しちゃうと、かえって味が落ちるとかというのがあるのですが、そういうもの

は例えば東京都として出される、都民に配布される、あるいはホームページなんかで紹介されるとい

うことはできるのではないかという気がいたしましたけれども。 

○林会長 どうもありがとうございました。リスクコミュニケーションというと、すぐにわかりやす

いプレゼンテーションと考えられますし、それも大事なことですけれども、やはりリスクコミュニケ

ーションの重要なことは、特定のテーマについていろいろな分野の方々が集まって、コンセンサスが

得られる点、得られない点について意見を出し合って、新しい解決を図ろうということにあると思い

ます。 

そういう意味で、都としては、特定の問題についてリスクコミュニケーションの話し合いの場を設

ける必要があります。事務局もそれについてお考えください。 

○細川委員 ４ページの上の方に鶏肉の流通状況と書いてありますけど、鶏肉という言い方もあるけ

ど、食鳥加工という言い方もよくしますね、食べる鳥の加工。食鳥加工というのは牛や豚の場合はと

畜場法という法律がありましてね、必ずと畜場を通さないと密殺になってしまう、法律違反になる。

それだけ厳しい管理をしているわけですが、ましてや最近はＯ１５７対策もあって、熱処理ですね。

１頭ごとの熱処理というのは徹底しているわけですけど、食鳥加工の場合はと畜場法の対象外なわけ

ですね。従来は非常に野放し状態。一定の基準なり指導はあるようですけれども、基本的にと畜場の

ように都道府県の、これは健康局の管轄だと思うけども、認可という施設じゃないはずですね。 

ですから、しかもここに書いてありますように、鶏肉の場合は青森、岩手、宮崎、鹿児島で６割を

占めている。ですから、食鳥加工そのものは産地でされてくるわけですね、東京都でやるわけじゃな

くて。されてきたものが消費地に流通してくるわけで、そもそも食鳥加工するときの環境ですよね、

まな板であるとか包丁であるとか、それらの衛生管理の徹底がどの程度なのかということが、これは

要するに業務というか、営業。企業的に考えますと、ちょっと簡単に書いてあるけど、実際には食鳥

加工ってどういう過程でどういうふうになっているということはもうちょっと詳しく書いてないと、

これはちょっと把握しようがないかという感じがするので、その辺を私どもは専門にひとつやってい

るのですけど、やっぱりちょっとこれは簡単過ぎるように思いますね、ここのところ。 

要するに流通というのは単にどこの県でどうというだけじゃなくて、生産されたのがどういう形で

いわば加工処理されて消費地に流れてくるのかという、基本的な部分の記述がないと、それを皆さん
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食べているわけですからね。自分でつぶしている人って余りいないと思うのです。 

○林会長 今回の資料は要旨なので、細川委員のデータもつけ加えるということも十分可能だと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○上村委員 よろしいでしょうか。１点、質問させてください。５ページの表１ですけれども、ここ

に平均陽性率ということで試験法によって随分陽性率が違ってくるわけですけれども、ここで陽性と

カウントされたものというのは、菌数からすると先ほどのカンピロバクターというのは非常に菌量が

少なくても中毒になってしまうのだというお話がありましたけれども、刺身とかそういったものを食

べたときには中毒を起こすような十分な菌量が入っている陽性のパーセントですか。要するに恒常的

にカンピロというのは鶏肉等々の汚染が恒常的になっているのかどうかといったようなことを教えて

いただければと思うのですけども。 

○諸角座長 申しわけありませんがＭＰＮ、要するに汚染のグラム当たりの推定菌量を出せる試験法

じゃないのです。ですから、汚染していたかどうかという結果なのです。ですから、それを生で食べ

ることによって感染が成立するかどうかということは、ちょっとまだこれとは別問題になってきます。

その辺も含めて実験をやっていかなきゃいけない。今の傾向としてはＭＰＮを出していこうという傾

向になってきていますから。ＭＰＮというのは培地でカウントしてもなかなか出てこないので、最確

数といって、希釈していってどこまで出るかという方法で菌数を推定する方法です。 

○林会長 わかりました。 

○奥澤食品監視課長 先ほどの食鳥の流通の件、確かに書き込んだ方がいいだろうというご指摘、貴

重な意見をありがとうございました。 

ちょっと補足させていただきますけど、今、食鳥につきましては、やはり食鳥の検査についての個

別法ができておりまして、それで年間３０万羽以上処理する施設につきましては、公的検査を全部行

うようなシステムになっております。都内にはそういった大規模な処理場がありませんので、認定小

規模としての届出という方で自主的な検査に委ねられておりますが、確かにご指摘のように圧倒的に

ほとんどの食鳥がそういった都外の大規模処理場で処理されたものが都内に流通しているというのが

実態でございます。ちょっと補足させていただきました。 

○林会長 どうもありがとうございました。この報告書につきましては、先ほど諸角座長がおっしゃ

ったように、追加・修正すべきところが少しあると思いますけど、この報告書の取り扱いですね、こ

れももう一度説明していただけますか。 

○小川安全情報担当副参事 それでは、事務局の方からご説明させていただきます。今、諸角座長の

方からご説明があったとおり、この案が皆様方にご了解いただければ、先ほど諸角座長がおっしゃい

ましたようなスケジュールに沿って、それで実験を行い、その結果を踏まえて一度専門委員会を開催

いたしまして、そちらの方で確認をした上で次回の評価委員会の方にお諮りし、問題がなければ実際

のわかりやすいプレゼンテーション手段でございますけども、そういうようなことから始めていきた

いというふうに考えておりますけれども、まだこれは案でございますので、その辺のところをご確認
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していただきたいのですが。 

○林会長 わかりました。ただいまの事務局及び諸角座長のご説明のように追加・修正した上で、も

う一度専門委員会を開いて、その後、第３回目の評価委員にお諮りするということでよろしゅうござ

いますでしょうか。 

どうもありがとうございました。次の課題は、この評価委員会で検討する課題の選定ということな

のですけれども、これは資料４に検討課題の事前選定の結果がございまして、それから資料５にそれ

に関する「食品安全情報リポート」がございます。この資料につきましては、既に目を通していただ

けていると思うのですけれども、この内容について何かご質問があればお受けいたしたいと思います。

よろしくお願いします。 

まずこの検討課題の選定について、事務局の方からお考えを述べていただけますか。 

○小川安全情報担当副参事 はい。それでは、考え方としてお聞きいただきたいのですけれども、や

はり検討課題につきましては、事務局の方が諮問して答申をいただくのではなくて、皆さん方のご意

見とか、それから私どもの方から集めたもの、それから健研センターの方からいただいたような情報、

そういうような非常に広い範囲で入手したものの中から主だったものをこのような形でまとめさせて

いただいているのですが、委員の方には事前に送付いたしまして、候補も選んでいただくという、で

きるだけ透明性を確保するような選び方をするということで第１回の評価委員会でご確認いただいた

ところです。その中でやはり第１回のときも言われましたけれども、例えば十何題の課題があったと

きに、どうしても２～３題しか選ばれないという物理的な制限があるわけでございます。そういった

場合に、あとの残りのものはどうするのだということが前回も言われましたし、今回もそのことが非

常に皆さん気になるかと思うのですけれども、私どもといたしましては、先ほど随時必要な情報を収

集しながら充実していくというようなお話もしましたけれども、やはり私どもの集めた事件事故の端

緒に近いような情報というのは非常に専門的であったり、または限られた情報でありますので、私ど

も事務局を中心に収集するだけでは不十分な状況がありますので、こういうふうな課題として選ばれ

なかったものにつきましても、皆さん方の専門的な知識をお聞きしながら少し充実していくべきでは

ないかというふうに考えております。 

ですので、その中でまた再度、調査が必要であるとか、検討が必要であるとかというものは、再度

皆さん方に検討課題候補というような形で挙げさせていただくということであれば、埋もれてしまう

というようなことができるだけないようになるのではないかというふうに考えておりますので、この

安全情報リポートの情報の生かし方みたいなものは、そんなような形で今後充実していきたいなと思

っております。 

食品安全情報リポートについては以上でございます。 

○林会長 どうもありがとうございました。ただいまの事務局のご説明について、何かございません

でしょうか。 

○小川安全情報担当副参事 このリポートの中身についてちょっと補足させていただきたい部分があ
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るのでお願いしたいのですけども、この安全情報リポートの１１ページにございます粉ミルクのセレ

ウス菌の件につきまして、現状のところの３行目、「いずれも粉ミルクを飲んでいた」というふうな

記載がございますけれども、その後調べたところ、こういうような旨の情報はあったけれども、実際

に粉ミルクを飲んでいたというような状況の確認はとれておりませんので、私どもの情報の収集のち

ょっと不十分なところがあったものですから、今改めてそこの部分はちょっと訂正をさせていただき

たいと思います。 

それから、「食品安全情報リポート」のコンテンツの見出しのところにつきましても、非常に申し

わけございませんが、これも誤植でございまして、１、２、３、４番目の「鶏肉及びその加工品にお

けるＱ熱について」、この「肉」ではなくて、これは「卵」に直していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○林会長 何ページですか。 

○小川安全情報担当副参事 表紙です。 

○林会長 ありますね。 

○小川安全情報担当副参事 はい。それから、今のこのリポートの課題選定に当たって、今、会長の

方から皆さん方にご提案があったと思うのですけれども、この選定に当たっての事務局側の説明がち

ょっと不足しておりましたので、補足したいと思います。 

本来、この皆さん方に選んでいただいた検討テーマにつきましては、できるだけ速やかに検討に入

るべきだというふうなことで私ども準備はしておるのですけれども、やはりこの選ばれたテーマにつ

きまして、先ほども申しましたようにまだ十分な情報が得られていないようなものも、特に今回の場

合は含まれているかと思います。 

やはりこのようなリスク情報の端緒の部分だとどうしてもその深いところまでサーベイランスして

盛り込むのにはちょっと時間的な問題がありますし、専門的な問題もありますし、それから情報収集

の能力の問題もあるものですので、なかなかそこまで押し含めたものを皆さん方にお示しすることが

できない場合があります。そのような場合につきましては、選ばれた後に再度私どもの事務局の方で

資料を収集するとか、場合によりましては現に都の独自の調査である程度同じようなテーマをやって

いる場合には、そのデータが再度加えられて皆さん方にお示しできるというようなことも十分考えら

れますので、できましたらこの選定に当たりまして、その選定していただいたものはすぐに検討を開

始できるかどうかにつきましても、いろいろと情報の面からご配慮いただけますと、私どもの方とい

たしましてもより準備ができるのではないかと思いますので、ちょっと補足させていただきたいと思

います。 

○林会長 どうもありがとうございました。今回の１から１２までのテーマの中には、情報が十分で

ないというものがかなり多いので、選定は難しいと思いますが、例えばＡ型肝炎とかＥ型肝炎ウィル

スの食中毒などのインパクトの大きいものも含まれています。これについて諸角委員、何かご意見、

情報の収集という点で何かご意見ございませんか。 
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○諸角委員 現段階で何をお話しすればいいかなと。この情報は特にＡ型肝炎は感染症サーベイラン

ス、発生動向調査のデータとして患者数がかなり多くなってきていますよということでございます。 

それからもう１点は、その原因の中の何％か、４分の１ぐらいは特に輸入魚介類による感染と、魚

介類の喫食による感染というのが推定されている。その辺のところで現実に、食品の方の実態調査が

行われているかというと、まだまだちょっとお寒いところがございまして、もう少し継続して調査を

して、果たして国産品はどうなのか、輸入品はどうなのかがある程度わかってきた上で、それからコ

ミュニケーションなりアセスメントを行う必要があると。 

Ｅ型肝炎に至ってはもっと不明なことが多く、調査票に書きましたような３事例はわかっておりま

す。ただ、今までは輸入あるいは国外に行ったときに感染する病気というふうな認識を少なくとも

我々は持っていたわけでございますけれども、現在では一歩も海外に出たことのない人が感染して死

んでしまったという事例もございます。そこに来てこういう事件が起きてきているので、やはりその

辺のバックグラウンドを調査しなければいけないだろうということでこれが出てきていると判断して

おります。 

○林会長 都では独自な調査をなさっているということですか。 

○諸角委員 これは広域監視部の方で先行調査として、早速この問題が起きたときに取り上げていた

だきまして、豚のレバーについては、私どもで今検査中でございます。 

○林会長 国際学会ではやはりかなり取り上げておりますか。まだですか。このＡ型肝炎、それから

Ｅ型肝炎ウィルス。 

○春日委員 済みません、すぐにはっきりしたことは思いつかないのですけれども、国際会議につい

てですね。 

○林会長 これは重要な課題ですが、ここで調査検討するには少し問題がありますね。 

○諸角委員 はい、ここの流れからいきますと、すぐに専門委員会にこれを出してということではな

いだろうと思うのですね。もう少し東京都独自の調査を行った上で、それを踏まえて、そこの場に上

げていくのがいいのかなと思っています。 

○林会長 Ｑ熱とセレウスについても、同じようなご意見ですか。 

○諸角委員 申しわけありません。これは私が出したわけではないのですけれども。Ｑ熱につきまし

ては、都内でも感染症発生動向調査から見まして、患者さんがほとんど出てない状態です。それで、

患者の登録があったとしても、それは特定のお医者さんの見立てによるという傾向がございます。そ

れはバックグラウンドといたしまして、今まで北里研究所あるいはマヨネーズ協会などでいろいろな

サンプルを使って調べてはいますが、卵からＱ熱のリケッチアは検出されておりません。 

それに対しまして、ある一ヶ所の登録衛生検査所の検査データでは卵や製品にＱ熱リケッチアが高

頻度に分布していて、なおかつそれが生きていると。それを食べることによって容易に感染するだろ

うというリポートが出てきました。そこのところのギャップがあるものですから、その解明をしない

と、やはり都民の不安、あるいはひいては国民の不安につながってくるのかなというところで情報と
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して出てきているのだろうと考えております。 

○林会長 ありがとうございました。関連の微生物関係のテーマで何かご意見ございませんでしょう

か。はい、どうぞ。 

○細川委員 他のテーマでもよろしいですか。それはちょっとまずいですか。 

○林会長 他のテーマとは。 

○細川委員 いや、これに挙がっているやつだけに限定しないと混乱しますか。 

○林会長 後程お願いいたします。 

○細川委員 じゃ、そうします。 

○林会長 もしなければ、この理化学に関係するテーマの選択で何か。 

○関澤委員 この１２個の課題は非常にどちらかというとニュース性に富んだテーマが挙げられてい

るように思うのです。例えば私自身としてはサプリメントの問題とか、それから一番下にありますが

健康食品の問題というのはかなり話題性の高い問題ではないかと思いますが、もう１つは先ほど小川

副参事がおっしゃったように、どれだけそれについて情報、安全性の評価、あるいはコミュニケーシ

ョンに当たって情報が入手できるかどうかというのは、私自身は直接情報を持っておりませんので、

問題になってくるように思います。 

そしてもう１つは、食品の安全と言ったときに必ず出てくる、逆に古くて新しい問題がありまして、

例えば食品添加物の、あるいは発がん性についてみんなが心配しているとか、それから残留農薬の問

題とか、それから比較的新しいことですが遺伝子組換え食品の問題というのは、かなり多くの方が関

心を持っていることですが、ここでは特に挙がってない。それはたまたま私が国の方でもお手伝いし

ておりますから、国の方ではそういうことを割と取り上げようとしております。都が同じことをやる

必要はむしろなくて、都として別なことをやった方がいいように思いますが、逆に多くの方が関心を

持っておられる食品添加物などについては相当情報があると思いますが、これは逆に国の方でも取り

上げておりませんが、どういうふうに扱っていったらいいかということをちょっと考えました。 

○小川安全情報担当副参事 よろしいですか。当初私どものテーマとして取り上げる考え方の中に、

物質そのものの毒性、そういうようなものについての評価というのは、やはり国の役割であるという

ふうに考えておりまして、私どもはここの評価委員会自体がリスク評価を行う専門の機関ではなくて、

あくまでもリスク管理の、要するにアドバイス機関ということでございますから、私どもの方が取り

扱う材料というのは、できるだけ消費流通レベルで、そのような都民からの情報とか、監視現場での

情報とか、要するに暴露情報に近いようなそういうものを中心に取り上げていこうという大きな考え

方があったものですので、今おっしゃったような遺伝子組み換え食品のたぐいであるとか、残留農薬

の基準とか添加物の扱いですね、そういうものにつきましては国の方の安全委員会の役割だというふ

うに考えておりますので、あえてこちらの方のテーマとしてもここには挙げておりません。 

○林会長 他に何かございませんでしょうか。どうぞ。 

○春日委員 ただ今のお話し合いは課題の選定についてということなのですけれども、実は今回もま
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た課題の選定があるとお聞きしたときに、それでは第１回のこの評価委員会と同じことをやるのだろ

うかと思って、実は驚いた次第なのですね。私の感覚で申し上げますと、１年間に専門委員会を何度

も何度も新しく構成するということは非常に難しいのではないか。それは委員にとってもそうですし、

事務局にとってもそうですし、またそれをサポートされる健研センターにとっても無理がかかり過ぎ

るのではないかという感じがいたします。 

それで、次の選定課題の取り扱いについてと一緒に、ご議論いただいてはいかがかと思うのですけ

れども。 

○林会長 どうもありがとうございました。全部の課題について深い調査検討するということはもう

時間的に困難な面がありますが、この点、事務局の方、ご意見いかがですか。 

○小川安全情報担当副参事 何か事務局の事情を代弁していただいたようです。ありがたいと思って

いるのですが、やはり検討のテーマにつきまして、時間をかけてじっくり検討しないと、中途半端な

状況になってしまうということ自体が非常に無責任であると逆に考えることも十分ありますので、私

どもといたしましては今おっしゃったような、年度当初にある程度そういうようなじっくり取り組む

ようなものというものをはっきり決めて、それで１年間かけてやるというようなテーマと、それから

先ほど私も言いましたような、皆さん方のご意見を聞きながら情報収集をして、それである程度ご報

告なり一般の方に情報提供できるような状況のものと、そういうふうに分けていただければと考えて

います。事務局なり皆さん方の情報をもとに少し充実した情報提供、いわゆるニュースみたいな形の

提供ができるかなというふうにちょっと考えてはいるのですけど、果たしてそれでいいかどうかとい

うのはちょっと皆さん方のご意見をいただきたいと思っております。 

○林会長 どうもありがとうございました。ただ、年に２つか３つということですと、委員の人数

からみて少ない感じもしますが、深い検討と必要とする課題の数は限られます。しかし、別の形での

情報発信も考える必要があります。 

事務局おっしゃったように、その情報を幾つかの段階に分けて、それを発信するというのはよろし

いのではないかなと考えております。 

○春日委員 追加させていただきたいのですが、私も別に委員として弱音を吐いたというつもりでは

なくて、やはりカンピロバクターと水銀と大きなテーマを既に扱っているわけなので、それをきちん

と最後まで評価をして、都民の皆様にお伝えして、またその反応まできちんとフォローする。そこま

でやって初めてこの委員会の意義があると思うわけです。ですから、新たに今回出していただきまし

た課題については、まずはそれをどう扱うかということを先にお話しいただければと思い、発言した

次第です。 

○林会長 はい、どうぞ。 

○村上委員 取り扱いという言葉の中にはスケジュールみたいな考え方もあるのではないかと思いま

して、今回お出しいただいたこのテーマを一体いつごろまでにするつもりで考えたらよろしいか、そ

こがちょっとよくわからないのでございます。今２つの専門委員会がもう１回ぐらいで報告を出した
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後これをするのか、どういうスケジュールでするのかがちょっとわかりにくいことが１点。 

○小川安全情報担当副参事 今考えている中身につきましては、今回これを選ばれたものにつきまし

ても、先ほど申しましたようにすぐに検討、専門委員会で検討が始められるレベルではないと思いま

すし、またその体制も十分でないわけでございますから、事務局の思いといたしましては、ここで選

ばれたものについて本格的に専門委員会で検討を開始するのか、それとも情報収集程度でいいのか、

それを次回の第３回の評価委員会までに、その間に専門委員会を理化学と微生物を開催する予定でご

ざいますので、今日選ばれたテーマについて再度そのところでもっと本格的に取り組むべきなのか、

それはこの情報を充実して提供するレベルなのか、その辺もある程度ご意見をいただきながら次回の

評価委員会の中で決めていただくと。 

決めるということであれば、当然スケジュール的には来年度、要するに４月以降からその問題につ

いての専門委員会を立ち上げて検討を開始すると、そういうような段取りになるのかなというふうに

思っております。 

○村上委員 追加でいいですか。 

○林会長 はい、どうぞ。 

○村上委員 では、課題を考えるときに、ニュース的に早く情報を集めて発信した方がいいものと、

もう少し時間はかかるけれども、そのテーマが他の問題にも応用できるようなものの場合はしっかり

とじっくりとやった方がいい場合もあるので、急ぎ加減といいますか、そういう種類でも分けた方が

いいと思います。 

それからもう１つ、今回の１２点を拝見していますと、普遍性という意味では、それが高いものも

低いものも入っていると思います。例えばＡ型肝炎などは今の若い世代にはそういうものに耐性がな

いという、非常に人口の多い層の問題で、普遍性の高い構造的なテーマですけれども、中には本当に

例外的にかかるようなもの、いろいろな条件がそろわないと被害を受けないような普遍性の低いもの

もあろうかと思いますので、やはりじっくり構えるテーマの方は大勢の人にかかわる問題かどうか、

その辺も１つ尺度として置いて選んだ方がよろしいかと。 

ですから、緊急か、じっくりなのか、それから該当する人口規模が大きいか、小さいかの２つぐら

いを併せて検討した方がよろしいかと思いました。 

○碧海副会長 私は実はこのＥ型肝炎というのを選定したのですが、その意味はやっぱりこのシカ肉

ですとかそういう特殊なものに関してというよりも、生肉を食べるというそういう食行動が相当増え

ているということでこれを選んだのですが、この委員会ではこういうものを選定しますと、専門部会

を必ず立ち上げるということなのか、そうではなくて、先ほどおっしゃったように、都としてまだ情

報をいろいろ集めるという努力をされるのであれば、例えばこの生肉なんかに関しては、やっぱり生

肉文化が一体どのぐらい広がっているのかということを調べる必要もあるかと。日本はもちろん肉食

の国ではもともとありませんから、生肉を非常に食べるというのは、昔は少なかったわけですね、一

部の方を除いては。でも、それが最近は結構増えていますので、そういうのはどうなのでしょうか。
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つまり専門委員会を立ち上げなくても……。 

○林会長 村上委員がおっしゃったように、課題の選択条件としては、いかに情報が得られるかと

いうことも考える必要があります。また課題の中には、じっくり取り組むべきものと、緊急に情報を

発信すべきものがあります。その見極めが大切です。その他、課題の選択にはニュース性も大切です

が、専門の研究者の意見も重要です。そのような立場から、細川委員のご意見はいかがですか。 

○細川委員 話が混乱するといけないと思ってお話ししたのですけど。前回出たのかもしれないので

すけど、今年ちょっとまたヨーロッパに行ったら、卵のサルモネラ菌ですかね。あれをものすごく気

にしていて、生卵を食べるというのは信じられんという話でね、もうとんでもない話だということな

のですね。だから、それがどうなのか。言われちゃうと不安になっちゃうのだけども。そういうレベ

ルの話は、私はサルモネラ菌の専門家でもないものですからあれですけど、それを生肉と言えば生卵

文化というのはもう日本ではあるわけでね、ちょっとその辺は何かちょっとどうなのかと思ったので

すけどね。 

○林会長 碧海副会長の生肉文化と似ているところはありますけれども、やはり事務局の考え通りデ

ータを少し調査していただいて、その結果に従って次回の評価委員会で決めるのがよいと思います。 

○小川安全情報担当副参事 今の卵のサルモネラにつきましては、私どもの方もいろいろと対策をと

っておりますので、次回の評価委員会までにある程度状況を調べてご報告させていただきたいと思い

ますけれども、既にこのエンテリティディスというサルモネラの食中毒につきましては、ある程度私

ども東京都でも調査会においていろいろと答申をいただいて、対応を組んでいる状況でございますの

で、そういう状況につきましては今日ちょっと手持ちの資料がないものですから、次回にでもそのよ

うなものをご報告させていただきたいと思います。 

○林会長 どうもありがとうございました。たしか課題選定の条件の中に、都の研究機関、あるいは

調査機関からの情報が入っていますが、そのような点を含めてご意見をお願いしたいと思います。 

○関澤委員 よろしいでしょうか。理化学の方に関係しているものですから、理化学のことについて

主にこれをもう一度見ていたのですが、例えば２番、５番、７番、１０番、１２番なのですが、これ

らはどちらかというと従来汚染物について一生懸命調べてきたという経緯があるのですが、逆に最近

は栄養志向、健康志向という方が強くて、サプリメントとか、それから何か栄養がいいということで

わっと飛びつくということがどんどん出てきていると思います。どれだけこれらについて情報がある

のか。 

皆さんがサプリメントとか健康食品、あるいは栄養何とかという話がどんどん出てきているのです

が、もし可能ならば都でこの２番、５番、７番、１０番、１２番、他にももちろんあると思いますが、

について情報を集めていただいて、これで食品については、もちろん汚染物はマイナス面があるので

すが、ベネフィット、体にいいという面がもちろん強いわけで、このベネフィットとそれからリスク

の間の関係がすごく大事だと思うのですけど、ベネフィットがあるものでも、とり過ぎたらかえって

害になるというものもこの中にあります。どういったことが今までわかっていて、あるいは事故が報

 36



告されて、とり過ぎで事故があるのかないのかということについて、私もまだよくわかりませんし、

都でもし情報を集めていただければ、それはそれですごく皆さんに役に立つのではないかと思います。 

その中でもし例えば来年度専門委員会を設置してぜひ検討すべき課題があるかもしれないし、そう

いったことが整理されていけば、何か新しいものが見えてくるのではないかなという気もいたします

ので、情報収集ということでサプリメントとか健康食品とかについて、今まで光が十分当てられてな

いところについて情報をぜひ収集していただければと思っています。 

○林会長 いかがですか。 

○小川安全情報担当副参事 確かにこのような課題だけではなくて、もうちょっと深い情報を収集し

て、それから検討をどうするかというような、そういう二段構えのやり方も非常に意義があると思い

ますので、今おっしゃられた内容につきまして、できるだけ情報収集に努めて、もうちょっとそうす

ればこのリポートの厚みが増すのかなというふうに考えておりますので、できる限り情報を収集して

いきたいと思っております。 

○林会長 情報の収集に当たって、抗酸化ビタミンとか、７番目のカテキンについては、用量反応関

係のデータが非常に重要だと思います。情報の収集もこの点を考えてください。 

トランス脂肪酸の問題も全く同じで、とり過ぎると障害を伴うとの疫学データがありますので、量

との関係についての情報収集が重要だと思うので、よろしくお願いします。 

○上村委員 よろしいでしょうか。 

○林会長 はい、どうぞ。 

○上村委員 今、林会長が言われたように、今のこのようなサプリメントを見てみますと、世界にも

う２，９００あるいは３，０００種類ぐらい出回っているのです。そういった中で、今まではずっと

効能といいますか、いい面ばかりが宣伝されてきました。ところが、ここ１、２年にそうじゃないの

だといったようなリポートも結構出てくるようになりました。そういったようなことで先ほど関澤委

員が言われたように情報を集める必要があると思います。ここに書いてあります茶カテキンなのです

けれども、これは私どものセンターの実験でも、今、林会長が言われたように高濃度を投与しますと、

やっぱり抗甲状腺といいますか、甲状腺に対して悪影響を及ぼしてくるというようなデータがありま

す。しかしこれはあくまでもお茶を１日２００杯以上飲んだ話であって、実際とはもう全然違うわけ

ですね。そうすると、やはり今言われたように摂取量との絡みということも考えながらやっぱり情報

収集、判断していくというようなのがよろしいかと思うのですけれども。 

○林会長 どうぞ。 

○小川安全情報担当副参事 今私どもが行う情報収集につきましても、例えば用量関係とか、より専

門的な話になってくると思いますので、ちょっと私ども事務局だけではなかなか収集し切れない部分

もありますので、できましたらこの評価委員会の皆様方の中で適切な方に常時ご助言をいただきなが

ら収集するとか、そういうようなことでいただけると、私どもの方としても自分たちだけで学会論文

を読んだり、横文字を読んだりということが非常に負担になる部分もありますので、そういう点のご
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支援みたいなものをしていただけると非常にありがたいのですけれども。 

○細川委員 最近の報道なのですけど、農薬の殺虫剤の有機リン剤が普通物でも売られていて、一般

にも買えるようなのがありますよね。非常にそれが今人体に影響が大きいということなのだけども、

ちょっと視点が違うのだけど、食品ということではあるのだけど、いわば家庭菜園なんかで多用して

いるわけです、一般に売られていますから。そういうこの問題も結構大きいように何か思ったのです

けど、これ、都民の人がたくさん使っているように思いますけどね。最初は使わないと言っていたけ

ど、使っている場合ですね、ちょっとそういうのを、今思いついたのですけど。 

○林会長 有機リンも非常に大事ですよね。有機リンは生体影響からみて２種類ございますね。１つ

は急性影響が問題になるもの、もう１つは遅延性の神経毒性を起こすものです。後者は特に重要と考

えます。 

○小川安全情報担当副参事 どれも非常に大切な情報になってしまって、盛りだくさんになってしま

うのですけども、できるだけ優先順位みたいな形でつけていただけますと、全部というふうになると

私どもの方も非常に限りがあるわけですから、その重要性につきましてはどれも同じだと思うのです

が、やはり当面の先ほどおっしゃられましたいろいろな影響力とかいろいろな問題で、やっぱり優先

順位みたいなのは当然出していただけるとありがたいのですけど。 

○林会長 有機リンについては、アメリカのＥＰＡの支援で、国際生命科学協会が調査しており、報

告書も出ております。ですから、そういう情報が得られるものについてはそこに任せてよいと思いま

す。細川委員がおっしゃった有機リンは大事ではありますが、都が取り上げるか取り上げないかとい

うことは、また別に考えるべきだと思います。 

○諸角委員 選定のときのこの判断基準、先ほど村上委員も碧海副会長も、私も最初のところでちょ

っと申し上げましたけれども、専門委員会まで立ち上げてやるべきなのか、それとも今可及的に速や

かに例えば裏づけ調査をやっておかないと心配じゃないか、東京都の都民が不安になるじゃないかと、

そういうふうにおよそ考えられ得る選択項目をある程度設定しないと、ただ１、２、３を選択という

のではどういうカテゴリーとしてやるべきなのだということがここに反映されてこないですね。 

ですから、事前調査の段階で専門委員会での調査が必要なのか、それとも東京都の施策として、あ

るいは独自事業として先行的に調査をやるべきなのかというようなところも含めまして、あるいは情

報収集だけでいいのか、そういう評価をしないといけないのではないかと考えます。 

○林会長 事務局はいかがですか。 

○小川安全情報担当副参事 今非常に重要なご指摘があったものですが、すぐに答えを持ち合わせて

おりませんので、１月における専門委員会までにちょっとその辺のところは整理をして、それで決め

方みたいなものをお諮りしていきたいと思っております。確かにそういうような何かルールがないと

やみくもにというか、的確にというか、効果的なというような部分が失われてしまう可能性がありま

すので、ちょっとそのように考えていきたいと思います。 

○林会長 そのとおりだと思います。よろしくお願いいたします。 
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 よく考えてみますと、この委員会が始まったのは８月ですから、まだ３カ月半なのですね。ですか

ら、まだ改善すべきところは随分たくさんあると思います。そういう意味でご意見がありましたら、

事務局の方にどんどん寄せていただいて、可能なところはそれを実現させていくということで、事務

局はますます忙しくなると思いますけども、よろしくお願いいたします。 

では、私の方は終わりまして、進行を事務局にお返しいたします。よろしく。 

○小川安全情報担当副参事 それでは、大変ありがとうございました。今ちょっと確認したいのです

けれども、この検討課題につきましては理化学分野と微生物分野、再度もう少し情報を収集いたしま

して、専門委員会の方にお諮りいたしまして、そのときにまた検討の方法等についてはご議論いただ

き、第３回の評価委員会の方にまた上げていくと、そういう手順でよろしゅうございますか。 

○林会長 そのように理解しておりますけども、よろしゅうございますか。どうもありがとうござい

ました。 

○小川安全情報担当副参事 では、そういう形で、今日出されたものについては、今日選定しないで、

またもうちょっと情報を収集して、皆さんにお諮りするという扱いで考えさせていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、これで議題の方は終了いたします。今後の予定につきましては、先ほどちょっと私の方

から申し上げましたけれども、年明けに理化学専門委員会とそれから微生物専門委員会を開催いたし

まして、それで理化学の方につきましては、水銀の方の報告についての起草的な役割を担っていただ

いて、再度ご検討いただくと。 

それから、今日出されましたこの「食品安全情報リポート」の理化学分野の中身についてももうち

ょっと中身を入れまして、それで検討課題とすべきかどうかにつきましてご検討いただくと、そんな

ような形で開催したいと。 

それから、微生物の方につきましては、実際のカンピロバクター調理実験等が終了した後、その結

果を踏まえたものを再度ご確認いただくと同時に、同様にこの検討課題の選び方等についてもお諮り

していくということで、いずれも予定的には皆様方の日程をお諮りしながら、１月下旬あたりに開催

を考えさせていただきます。 

第３回の評価委員会につきましては、議会の日程等もありますけれども、２月の中・下旬あたりの

皆様方のできるだけ出席できそうな日程を選ばせていただきまして、開催させていただくというよう

な予定でございます。 

また、別に緊急な状況が出ればまた皆さん方にご連絡差し上げますけれども、そのような形でやっ

ていきたいというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

それでは最後になりましたけれども、私どもの方の部長からご挨拶をさせていただきます。 

○中井食品医薬品部長 食品医薬品安全部長の中井でございます。本日は盛りだくさんの内容につき

まして、３時間を超える長時間にわたりまして熱心にご検討いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

 39



 40

さて、前回の評価委員会で私どもの局長からお話しいたしましたように、東京都では現在この評価

委員会を含めまして、条例の制定などさまざまな食品安全に向けた取り組みを行っているところでご

ざいます。 

その中でも現在、条例につきましては現在のところ東京都食品安全基本条例という名で呼んでおり

ますが、今のところまだ仮称でございます。いずれどのような名前になるかはともかくといたしまし

て、東京都食品衛生調査会、これは知事の附属機関、諮問機関でございますがそこにお諮りしまして、

ご審議いただいているところでございます。今年度内の制定を目指して取り組んでおります。 

その審議の中で、本年７月にこの評価委員会発足したわけでございますが、この評価委員会につき

ましても条例に基づく機関として位置づける方向で検討が進められております。基本的な役割は変わ

るわけではございませんが、まだはっきりしたことは今の立場では申し上げることできません。次回

のこの評価委員会ではっきりしたことをもう少し詳しくご説明申し上げることができるかと思います。

よろしくお願いいたします。 

最後になりますが、本日ご検討いただきました事項、また、いただきました貴重なご意見等につき

まして、今後の事務作業に活用し、反映して十分な成果が得られますよう、一同頑張ってまいりたい

と思います。 

引き続き委員の皆様方にはご指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

○小川安全情報担当副参事 それでは、本日の評価委員会はこれで終了させていただきます。 

大変ありがとうございました。 


